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序　文

日本国政府は、フィリピン共和国政府の要請に基づき、同国の指紋自動識別システ

ム整備計画にかかる基本設計調査を行うことを決定し、国際協力事業団がこの調査を

実施しました。

当事業団は、平成 14 年 7 月 15 日から 8 月 3 日まで基本設計調査団を現地に派遣し

ました。調査団は、フィリピン政府関係者と協議を行うとともに、計画対象地域にお

ける現地調査を実施しました。帰国後の国内作業の後、平成 15 年 1 月 19 日から 1 月

25 日まで実施された基本設計概要書案の現地説明を経て、ここに本報告書完成の運び

となりました。

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に

役立つことを願うものです

終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げ

ます。

平成 15 年 2 月

国　際　協　力　事　業　団

総裁　　　　川　上　隆　朗



伝　達　状

今般、フィリピン共和国における指紋自動識別システム整備計画基本設計調査が終了いたし

ましたので、ここに最終報告書を提出いたします。

本調査は、貴事業団との契約に基づき弊社が、平成 14 年 7 月より平成 15 年 2 月までの 7.5 ｶ

月にわたり実施いたしてまいりました。今回の調査に際しましては、フィリピンの現状を十分

に踏まえ、本計画の妥当性を検証するとともに、日本の無償資金協力の枠組みに最も適した計

画の策定に努めてまいりました。

つきましては、本計画の推進に向けて、本報告書が活用されることを切望いたします。

平成 15 年 2 月

財団法人　保安電子通信技術協会

フィリピン共和国

指紋自動識別システム

整備計画基本設計調査団

業務主任　　松岡　隆
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略 語 集

略　語 正　式　名 和　訳
AFIS Automated Fingerprint Identification System 指紋自動識別システム
CIDG Crime Investigation Detection Group 犯罪捜査隊
CLO Crime Laboratory Office CLS 支所
CLS Crime Laboratory Service 科学捜査研究所
DILG Department of Interior and Local Government 内務自治省
FBI Federal Investigation Bureau アメリカ合衆国連邦捜査局
ICPO International Criminal Police Organization 国際刑事警察機構
INP Integrated National Police 国家統合警察
IQS Image Quality Specification 機材基準
LP Latent Print 遺留指紋
LP/LP Latent To Latent Inquiry 同一犯確認照合
LP/TP Latent To Ten Print Inquiry 遺留指紋照合
NCR National Capital Region マニラ首都圏
PC Philippine Constabulary 警察軍
PNP Philippine National Police フィリピン国家警察
TP Ten Print 押なつ指紋
TP/LP Ten Print To Latent Inquiry 余罪照合

その他用語

AFIS Administrator : システム管理者
Arch& Tented Arch : 弓状紋（指紋紋様の一つ）
Candidate List : 候補者リスト
Case No : 犯罪番号
Computer Division : 電算部門
CORE/AXIS : 指紋の中心定義(CORE)/指先方向定義(AXIS)
Database Manager : データベース管理者
Duplicate Hit : 重複した指紋が押なつ指紋ｶｰﾄﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに存在している事
Exhibit No. : 証拠番号
Fingerprint Identification Section : 指紋識別課
Hit : 照合結果における(指紋の)一致
Index Crime : 比国での殺人、傷害、強盗、窃盗、強姦の犯罪ｶﾃｺﾞﾘｰ
Key No. : 犯罪者の特定のための番号
Latent Registration : 遺留指紋登録
Latent Section : 遺留指紋グループ
Latent Supervisor : 遺留指紋スーパバイザ
Loop : てい状紋（指紋紋様の一つ）
Maintenance Section : システム維持管理グループ
National Police Commission : 文民組織による国家警察委員会
No Hit : 照合結果における(指紋の)不一致
Non-Index Crime : 上記 Index Crime 以外の犯罪カテゴリ
Operational Supporting Unit : 活動支援ユニット
Pattern Type : 紋様
Region : 地区（全 16 地区）
Sequence No. : 遺留指紋を派生した順次番号（枝番）
Software Maintenance : ソフトウェア保守グループ
Ten Print Registration : 押なつ指紋登録
Ten Print Section : 押なつ指紋グループ
Ten Print Supervisor : 押なつ指紋スーパバイザ
Verify : 指紋照合結果の確認
Whorl : 渦状紋(指紋紋様の一つ）



要　約

フィリピン共和国（以下比国と称す）は ASEAN 諸国の中でも民主主義が最も定着して

いる国の 1 つであり、エストラーダ前政権により策定された同国の国家開発計画である新

中期開発計画（2001-2004 年）において「人権を尊重する平和と秩序」を謳っており民主

主義のさらなる強化にも務めている。また近年経済活動も活発化、国際化しており 2001

年の GDP 成長率は 4.1%を達成している。しかし都市部と地方の経済格差の拡大化、貧困

問題、反政府活動の問題等が重要な課題となっている。

新中期開発計画では地方開発の促進やガバナンスの改革を重点課題の 1 つとしているが、

ミンダナオ島中部地域を中心に政府側と反政府イスラム勢力との戦闘やヴィサヤ地域やル

ソン島中部地域における共産ゲリラ活動も報告されている。このような反政府活動は経済

活動の発達、国際化の進展に伴い、犯罪の多様化、広域化、凶悪化が進んでいる。

比国の治安活動を司るフィリピン国家警察（PNP）はこれら犯罪に対処するため、本プ

ロジェクトの上位計画である「PNP 近代化計画 PNP Modernization Program 2001-2003」を

策定し警察機能の強化に務めている。本近代化計画において PNP の機能強化のために警察

の装備及び技術を改善することが重要であると位置づけられている。現在 PNP が保有して

いる装備は老朽化し、先進国に比べ著しく立ち遅れている状況にあるが、予算不足のため

装備を更新することができない。

犯罪捜査活動において被疑者を特定するために、現場鑑識活動を含む初動捜査において

遺留指紋等の証拠物を採取することが重要である。比国においても指紋採取の重要性は認

識されており、指紋採取技術を向上させるため、1982 年から国際協力事業団派遣専門家に

よる技術指導が実施されている。しかし指紋採取は行われるものの、指紋照合を行う PNP

の 1部署である科学捜査研究所(CLS: Crime Laboratory Service)では約 21万枚の指紋カード

から目視による被疑者指紋の特定を行うため、被疑者特定に多くの時間を要し、収集され

た指紋が犯罪捜査に有効に活用されていないのが現状である。また指紋業務が手作業で行

われているため、広域化、国際化する犯罪に対して他の国々と十分に連携して捜査を行う

ことができない状況である。

このような背景から、1998 年 4 月、比国政府は、大量の指紋カードを自動照合すること

により被疑者特定を迅速に行うと共に誤認逮捕の防止に資する指紋自動識別システム

（AFIS: Automated Fingerprint Identification System）の導入を計画し、この計画を実施する

ために必要な資金について、我が国に対して無償資金協力を要請した。



これを受けて国際協力事業団は平成 13 年 9 月に基本設計調査団 I を同国に派遣し、つづ

いて平成 14 年 8 月に基本設計調査団Ⅱを派遣した。基本設計調査団Ⅱでは要請された対象

機材、関連機材、行政、社会状況（犯罪発生件数等）を調査し、要請の妥当性、機材の必

要性、活動との整合性、運営維持管理体制などを確認した。その後 CLS、PNP との協議を

通じて、協議議事録を取りまとめた。国内解析において基本設計概要書を策定し、2003 年

1 月に基本設計概要説明調査団を派遣し、同基本設計概要書の説明を行い、その内容を協

議議事録に取りまとめた。

調査の結果、PNP の指紋照合の効率化、判別件数増加及び照合精度の向上による犯罪検

挙率の増加を達成し、同国の犯罪防止、治安安定に寄与するため以下の機材を整備するこ

とを計画した。

＜計画機材内容＞

No. 機　材　名 使用目的 数量

1 AFIS 指紋自動識別 1 式

2 指紋採取ｷｯﾄ 指紋採取 1,373 ｾｯﾄ

3 発動発電機 停電時の電源 1 台

4 指紋ｶｰﾄﾞｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 指紋カードの分類及び保管 100 台

5 PC ﾗｯｸ 業務用端末の設置用 18 台

6 照明拡大鏡 指紋ｶｰﾄﾞ確認用 18 台

7 作業ﾃｰﾌﾞﾙ 指紋ｶｰﾄﾞの前処理等作業用 18 台

8 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾒﾃﾞｨｱ用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾒﾃﾞｨｱの保管・管理用 5 台

9 AFIS ﾏﾆｭｱﾙ保管用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ AFIS ﾏﾆｭｱﾙの保管・閲覧用 2 台

10 ﾌﾞﾗﾝｸ指紋カードｷｬﾋﾞﾈｯﾄ 白紙ｶｰﾄﾞの保管用 4 台

11 ｻｰﾊﾞ室ｴｱｺﾝ ｻｰﾊﾞ保護用 1 台

12 業務室用ｴｱｺﾝ 業務端末保護用 1 台

＜ソフトコンポーネント計画＞

No. 項目

1 データ・コンバージョン

2 AFIS 操作技術

3 ソフトウェアのメンテナンス技術

4 システム管理技術

5 指紋照合技術

6 データベース品質管理



本プロジェクトを我が国の無償資金協力により実施する場合、全体工期は 19 ヶ月程度が

必要とされる。本プロジェクトに必要な概算事業費は総額約 9.81 億円である（日本負担額

9.79 億円、比国側負担額 154 万円）と見込まれる。

本プロジェクトの実施にあたり、次の効果が期待できる。

＜直接効果＞

1） AFIS が導入され、処理訓練を通じて CLS の AFIS 活用能力が向上すれば、指紋の

照合処理件数の増加に寄与する。処理時間及び処理件数は押なつ指紋の場合、0.3

時間 /件として 200 件 /日、遺留指紋では 0.83 時間 /件として 57 件 /日の処理を行うこ

とが可能となる。

2） 指紋採取ｷｯﾄが比国内の全 CLO に配備され、比国側が予定通りに指紋カ－ドを調達

し重犯罪について指紋を採取すれば、年間 4 万件 /年のデータが CLS に導入される

AFIS に蓄積され、より効果的に犯罪捜査に資する。

3） AFIS の導入により、年間約 2 万件の押なつ指紋について余罪照合を行うことが可

能となり、未解決事件等の解決に資することができる。

4） AFIS の導入により、年間約 1 万件の遺留指紋について同一犯照合を行うことが可

能となり、未解決事件等の解決に資する捜査手掛かりを提供することが可能となる。

＜間接効果＞

1） 本プロジェクトでは指紋データの国際基準（IQS）の使用に則った機材を計画してお

り、海外からの照会に対しても有効なデータを提供することができ、国際犯罪にも

他国と協力して取り組むことができる。

2） AFIS により精度の高い指紋照合を行うことにより、誤認逮捕の可能性を減少させる

ことができる。

3） AFIS 導入により、カードの記述データが再編され、カードはカード ID 毎に大分類

がなされ、さらに Key No、 ID No.毎に小分類がなされる。これにより同姓同名の被

疑者の場合でも正しいカードを引き出すことができ、偽名が使用された場合でも指

紋照合により犯人の手掛かりを得ることができる。

本計画で期待される効果である、AFIS を活用することによる指紋処理件数の増加、誤認

逮捕の防止が発現・持続するためには、次の 2 点が比国側の課題として指摘される。



1）指紋カードの持続的な調達（4 万枚 /年）

指紋カードに押なつされた指紋情報は AFIS に登録されるデータである。指紋カード

の採取は重犯罪の内、逮捕者と容疑者数の合計に対応して、指紋カードを調達・配

布することが必要である。

2）指紋カードの CLS への集中化徹底

押なつ指紋は比国全土の CLO で採取されるが、この指紋カードを CLS に集中化し、CLS が

全国の指紋データを管理することにより、AFIS はより効果的に活用される。よって AFIS 導入

後は CLO で採取された指紋が確実に CLS に送付されるよう指紋カードの収集体制を徹底さ

せる必要がある。

本プロジェクトは指紋業務の強化に係る事業効果は大きく、比国国民及び比国に在住す

る外国人にとっても安全を確保する上で、重要なものであると考えられる。また近年多発

するテロ活動に対しても一定の効果を持つことが期待できるものであり、新中期開発計画

（2001 年 -2004 年）の公衆の安全、国家の安全を確保するためにフィリピン国家警察を近

代化するという目標達成に大きく貢献するものである。

さらに本プロジェクトの運営・維持管理について比国側が必要な資金・人員を確保する

ことが確認されており、問題はない。

本プロジェクトは前述のように多大な効果が期待され、ひいては本プロジェクトが広く

比国国民の安全な生活に寄与するものである。従って、我が国の無償資金協力による協力

対象事業とすることは妥当であると判断される。
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第１章　プロジェクトの背景・経緯

1-1　当該セクターの現状と課題

1-1-1　現状と課題

（1）フィリピン共和国の現状

フィリピン共和国（以下、比国という）においては 2001 年 1 月の政権交代により、エ

ストラーダ前大統領の後継としてアロヨ大統領が就任した。アロヨ大統領は、貧困撲滅、

汚職追放による政治倫理の確立、治安改善、反政府勢力との和平交渉による国民融和等を

重要政策として掲げている。政権発足後、同年 5 月の中間選挙では政権与党が過半数を確

保、大統領支持率も 50％前後で推移、また、反政府勢力との和平交渉でも一定の成果を挙

げている。

比国の人口は約 8,400 万人（2002 年現在）で、ASEAN 諸国の中でも民主主義が最も定

着している国の 1 つとなっており、前政権下で策定された同国の国家開発計画である新中

期開発計画（2001～2004 年）は、アロヨ政権にも引き継がれ「人権を尊重する和平と秩序」

を謳った民主主義のさらなる強化にも務めている。

（2）比国の犯罪状況

比国は近年、経済活動の活発化、国際化の進展等を達成してきたが、同時に都市部と地

方の経済格差の拡大化や貧困問題も大きな問題となっている。

新中期開発計画では、地方開発の促進やガバナンスの改革を重点課題の１つにして改革

を進めているが、ミンダナオ島中部地域を中心に政府側と反政府イスラム勢力との戦闘が

散発的に続いている他、セブ島、ボホール島を含むヴィサヤ地域及びルソン島中部地域を

中心に共産ゲリラの活動も報告されている。更に、これらの反政府勢力は必ずしも末端ま

で統制がとれていないこともあり、これら勢力によるテロ活動に対して引き続き十分な注

意が必要であると警告されている。一方、アブサヤフ・グループ掃討を目的とする米・比

軍合同軍事演習が 2002 年 1 月より 7 月までミンダナオ島南西部バシラン島で展開された

が、これらの地域では今後とも不安定な治安情勢が継続すると予想されている。

また近年、経済活動の発達及び国際化の進展は、武器の密輸、中国、台湾、香港等近隣

諸国の犯罪集団との連携等を促し、犯罪の多様化、広域化、凶悪化が進んでいる状況にあ

る。

一方、日本と比国の関係では、1976 年に日比賠償が終了し両国の関係は新しい局面に

入り、経済や人材交流等で友好関係を維持してきた。しかしながら日本国内で比国人の引

き起こした事件、あるいは比国国内での日本人被害者数が増加傾向となっており、これら
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への対処が両国の懸案事項となっている。近年の比国における犯罪の状況、また日本にお

ける比国人の事件の犯罪件数等は、表 1-1 から表 1-4 のとおりである。

表 1-1 比国における犯罪発生件数の推移（1997-2001 年）
年 1997 1998 1999 2000 2001

 Index crime (凶悪犯罪 ) 38,778 37,505 37,490 37,254 38,097

 Non-index crime (軽犯罪 ) 32,302 34,070 45,048 42,854 38,887

出典：フィリピン国家警察（PNP）統計資料

[Index crime: 毎年発生件数の多い重大犯罪で、murder, homicide, physical injury, robbery,

theft and rape の 5 罪種を云う。それ以外の犯罪は、全て Non-index crime]

表 1-2 比国における日本人被害者数（2000-2001 年）

2000 年 1 月～12 月 2001 年 1 月～12 月
件　名

件数 人数 死亡者 負傷者 件数 人数 死亡者 負傷者
犯罪被害＊ 213 237 4 12 163 192 4 4

その他 392 410 23 3 547 558 33 4

合計 605 647 27 15 710 750 37 8
＊殺人、障害・暴行、誘拐、脅迫・恐喝、強盗、窃盗、詐欺、テロ、その他(事故、災害、自
殺、出入国・査証関係)を含む。

  出典：在フィリピン日本大使館

表 1-3 日本における比国人犯罪件数状況（2000 年）

カテゴリー 犯罪種別 発生件数
殺　人 9,808

傷　害 10,954

レイプ 3,172
対人犯罪

小　計 23,934

強　盗 5,681

窃　盗 7,471対物犯罪
小　計 13,152

合計 37,086

出典：警察大学校国際捜査研修所セミナー資料

               表 1-4 日本における比国人の事件件数（1996-2000 年）

年    度 1996 1997 1998 1999 2000

外登法違反 31 25 24 25 15

入管法違反 581 736 826 529 479

薬物関連法違反 314 297 324 167 169

合    計 926 1,058 1,174 721 663

出典：警察庁ホームページ
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1-1-2　開発計画

当該セクターに係る上位計画の内容及び本計画の位置付け、アロヨ政権下における国家計

画の策定状況を、以下にまとめる。

□□□□アロヨ大統領アロヨ大統領アロヨ大統領アロヨ大統領のののの施政方針演説施政方針演説施政方針演説施政方針演説（（（（SONA：：：：State of the Nation Address））））

　2002 年 7 月アロヨ大統領は、「強い共和国（Strong Republic）」の実現を目指し、治安

対策（テロ及び犯罪対策）に重点を置いた演説を行った。アロヨ大統領は演説の中で、厳

しい内外情勢の中で短期的な危機を克服するために、2001 年に焦点を当て、具体的な成果

を上げたものとして、（イ）反政府勢力の脅威克服、（ロ）マクロ経済の安定（低インフ

レ率、低金利、為替の安定）と投資家の信頼回復の 2 点を強調した上で、次の諸点につい

て施政方針を表明した。

•  テロ及び犯罪（誘拐、違法賭博、麻薬、密輸）の克服。反テロ法案や電力関連法案の

早期成立、犯罪組織の撲滅と取締り強化。

•  雇用創出と雇用機会増大のための投資環境整備（汚職撲滅、治安改善、電気料金引き

下げ）。

 □□□□新中期開発計画新中期開発計画新中期開発計画新中期開発計画（（（（Medium-Term Philippine Development Plan, 2001-2004））））

　本新中期開発計画では経済、農業、産業、インフラ整備、サービス等のフィリピンの開

発に係る全体的な問題点、目標、戦略等を取りまとめたものである。本開発計画の中では

犯罪と暴力の撲滅には中央政府と地方政府との連携が重要であるとの認識が示されている。

また本プロジェクトの実施機関である PNP については「国家防御と安全の確保は国家の自

然資源、経済資源を守ること、そして犯罪のない社会の実現に向けて見直しがなされるべ

き」であるとし、そのためには「密輸入、密航、誘拐、銀行強盗、薬物売買などの犯罪に

対応する必要がある」としている。また 6 章「統治と機関の開発」では PNP について直接

言及し、次のようにその目標が示されている。

①平和と秩序の改善、法の強化（6 章 C 項 b 条）
警察力の専門性強化のために人的強化が不可欠である。このため警察官採
用に当たっては情緒的心理的に適した人材が雇用されるべきである。同様
に警察力の強化のために業務成績に応じた賞与を加味するようなインセン
ティブシステムも導入されるべきである。
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②犯罪司法システムの強化（6 章 C 項 d 条）
法の強化のためには、犯罪司法システムに係る 5 本柱の連携と結束が必要
である。5 本柱とは裁判所、検察、警察、矯正、コミュニティーである。
犯罪防止と治安の改善のために、国家犯罪情報システム (National Crime
Information System: NCIS)の確立が必要である。NCIS はハイテクコンピュー
タシステムで PNP と関連機関等を高度なネットワークで結び情報を交換す
るものである。

  上記のように、警察力の強化には人的強化と PNP の基盤強化を含む犯罪司法システムの

強化が必要であるとされている。また NCIS については、複数の局レベルの共同作業にて

プロジェクトが策定されており、この詳細については別項で述べることとする。

  □□□□ PNP 近代化計画近代化計画近代化計画近代化計画（（（（PNP Modernization Program 2001-2003））））

　本計画は PNP の近代化に向けて策定された 5 ヵ年計画である。本計画ではまず PNP の有

すべき機能、任務を明確にしている。

PNP の機能と任務

①生命と財産の保護のため法令を強化すること。

②平和と秩序を維持し、公安のために必要な処置をとること。

③犯罪を捜査し、犯人を検挙し、法廷に立たせ、検察活動を支援する。

④憲法と関連法に従って逮捕、追跡、押収の権限を行使すること。

⑤逮捕者を法で定められた期間拘置すること。及び、逮捕者に法で定められた権利がある

ことを知らしめること。

⑥法に従って銃器の所持許可証を発行すること。

⑦警備保障機関の訓練と活動を監督し、警備員、私立探偵、警備保障会社に許可証を発行

すること。

⑧法に関連するその他の責務と活動を実行すること。

これらの PNP の機能・任務を実行する上で、現在問題となっていることについて以下の

事項を挙げている。

PNP の問題点

①人的資源の問題点：警察官数の目標は人口 500 人当たり 1 人とし、現状では、34,343 人

不足している。この不足を補うため警察官は、一日 2 シフト各 12 時間労働をしているの

が現状である。このため 2003 年までに警察の人員を 51,553 人増員する必要に迫られ現
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在そのための努力をしているところである。

②装備の問題点：現状の装備は 1991 年以降改善されておらず、前身の警察軍 /国家統合警

察（PC/INP: Philippine Constabulary/Integrated National Police）から引き継いだものである。

③予算の不足

④PNP への高まる期待：PNP はさらなる成果とサービスの改善を期待されている。この期

待に応えることは PNP の義務であるが、高効率性かつ十分なサービスを行うことも重要

である。

　上述の PNP の機能の強化と問題点への対応のために、本 5 ヵ年計画では次の 5 つの主要

な改善点を挙げている。

5 ヵ年計画の 5 つの柱

①人材開発

②装備と技術改善

③組織強化

④基本理念開発

⑤インフラ設備の整備

　本プロジェクトと特に関連性の高いのは「②装備と技術改善」である。ここでは現在 PNP

の保有している装備が老朽化し、犯罪捜査活動に大きな支障を来たしていることが指摘さ

れている。よって PNP の捜査に不可欠な装備資機材の改善が犯罪防止、犯罪撲滅等に大い

に資するものであり、また PNP の機能強化に不可欠であるとしている。本 5 ヵ年計画では

改善あるいは補強すべき装備の整備を 15 のカテゴリーにまとめ、2003 年までの機材状況

改善目標を設定している。補強すべき装備分野における 15 のカテゴリーとは、表 1-5 のと

おりである。

        　　　　　表 1-5 機材分野の 15 カテゴリー

No, カテゴリー
① 警察個人用装備
② 装備資機材(Quartermaster Equipment)
③ 通信用装備
④ 武器弾薬等
⑤ 捜査用装備
⑥ 情報収集用装備
⑦ IT

⑧ 医療歯科用機材
⑨ 特別警察 /テロ対策用装備
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⑩ 警察とコミュニティーの関連機材
⑪ 車両
⑫ 船舶
⑬ 航空機
⑭ 物流支援機材
⑮ 試験と評価用機材

本計画で要請されている AFIS は上記カテゴリーのうち「⑤捜査用装備」に含まれる。

□□□□国家犯罪情報システム計画国家犯罪情報システム計画国家犯罪情報システム計画国家犯罪情報システム計画 National Crime Information System(NCIS) Project

　新中期開発計画にもその概要が記載されているが、この NCIS は大統領（大臣）令

（Executive Order No.386）に従って最終的に策定・実施されているプロジェクトである。

これは犯罪司法システムの情報提供サービスとして PNP、国家検察（National Prosecution

Service）、最高裁判所(Supreme Court)、矯正局(Bureau of Corrections)、国家捜査局(National

Bureau of Investigation)、仮釈放執行猶予管理(Parole and Probation Administration)、恩赦執行

猶予局(Board of Pardons and Parole)、国家警察委員会(National Police Commission)等の機関

が情報システムを構築し、情報の共有を通じて各機関の連携・調整を強化し、比国におけ

る犯罪の減少を目的とするものである。

この NCIS プロジェクトの中で、本計画の実施機関である PNP は法の強化を担当する部

署として位置づけられている。PNP が犯罪に対して直接捜査、逮捕等の責任を追うことか

ら、犯罪に対する情報がもっとも集中する部署であり、PNP の情報、データベースが他の

機関に提供され活用されることが切望されている。

1-1-3　社会経済状況

比国経済は主要産品である砂糖、コプラ等の一次産品、銅、金、銀、ニッケル等の資源

が豊富であり、また観光業も重要な産業となっている。

近年経済活動は活発化しており、GDP も 1999 年から 2002 年までは平均約 4％の成長率

となっている。表 1-6 に経済指標概要をまとめた。

表 1-6 主要経済指標（1998-2002 年）

経　済　指　標経　済　指　標経　済　指　標経　済　指　標 1998 1999 2000 2001 2002
名目国内総生産（GDP, 億ドル） 652 762 747 714 （～3 月）175

名目国民総生産（GNP, 億ドル） 685 802 790 757 （～3 月）189
一人当たり GNP（ドル） 912 1,045 1,007 945

実質 GDP 成長率（％） -0.6 3.4 4.0 3.4 （～6 月）4.1
実質 GNP 成長率（％） 0.4 3.7 4.5 3.7 （～6 月）4.7
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消費者物価上昇率（％ , 平均） 9.8 6.7 4.4 6.0 （～4 月）2.6

失業率（％）（年平均） 10.0 9.8 11.2 11.1 （7 月）13.9
貿易収支（億ドル） -1.6 43.0 66.9 26.0 （4 月）7.1

　　うち輸出（億ドル） 295.0 350.4 380.8 321.5 （6 月）166.7
　　うち輸入（億ドル） 296.6 307.4 313.9 295.5 （6 月）159.2

　出典：外務省

1-2　無償資金協力の要請・経緯及び概要

(1)要請の背景・経緯

比国では年々増加傾向にある犯罪の解決手段の一つとして、指紋による犯罪捜査活動も

行っている。国内犯罪への対応としての犯罪捜査活動では被疑者を特定するために、現場

鑑識活動を含む初動捜査において遺留指紋等の証拠物を採取し、犯罪者の十指指紋及び犯

罪現場での遺留指紋は現在までに逮捕者約 21 万人分、被疑者約 200 万人分となっている。

指紋識別は PNP の 1 部署である CLS で行っているが、現在は犯罪現場の遺留指紋カードと

押なつ指紋カードとを対比して目視による被疑者指紋の特定を行っており、収集された指

紋が犯罪捜査に有効に活用されていないのが現状である。

年々増加する収集された指紋を犯罪捜査活動に最大限に資するためには、効率的に識別

する指紋識別制度の整備・拡充が急務となっている。AFIS 導入は指紋識別制度の中核をな

すものであり、犯罪の解決手段において必要不可欠であると考えられる。

また広域化、国際化する犯罪に対応するために世界の多くの国々では既に AFIS を導入

している。これらの国々と連携し国際化する犯罪に対応するために、比国においても AFIS

を導入し、比国国内の犯罪のみならず国際的な犯罪にも対応できるようにすることは、比

国国内はもとより近隣諸国、世界の犯罪撲滅にとっても極めて有効であると考えられる。

□AFIS を導入している主要な国々と東南アジアの国

主要諸国

-アメリカ
（連邦警察、州警察、市警察）

-カナダ -オーストラリア

-イギリス -フランス -イタリア

-ドイツ -スペイン -ニュージーランド

東南アジア諸国

-中国
（台湾、香港、広東省及び上海）

-マレイシア -タイ

-インドネシア -ヴィエトナム -シンガポール
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このような状況の中、比国において国内犯罪及び広域犯罪に対応するためにも AFIS 導

入するなどフィリピン国家警察（PNP: Philippine National Police）、機能・装備の近代化を図

ることが重要な課題となっている。

その他、在比国日本人や日本人旅行者が比国国内で犯罪に巻き込まれるケースが多発し

ている状況へ対応すること、1982 年以来続いている国際協力事業団専門家派遣や日本にお

ける比国技術者の研修等を通じて指紋識別、初動捜査に関する技術協力の成果をさらに発

展させるためにも、AFIS 導入が必要であると考えられる。

このような背景から、1998 年 4 月、比国政府は、大量の指紋カードを自動照合すること

により被疑者特定を迅速に行うと共に誤認逮捕の防止に資する AFIS の導入を計画し、こ

の計画を実施するために必要な資金について、我が国に対して無償資金協力を要請してき

たものである。これを受けて平成 13 年 9 月に基本設計調査団 I が比国に派遣され、つづい

て平成 14 年 8 月に基本設計調査団Ⅱが派遣された。

本案件は比国の治安を総括する PNP に対し、AFIS 等を整備し被疑者特定等の捜査活動

能力を向上させることを目的としており、ひいては比国における犯罪防止、治安安定に資

するものである。

(2)要請の概要と主要コンポーネント

本計画における比国からなされた要請内容は、AFIS（一式）とそれに係る施設改修、運

用・維持管理方法等の技術移転である。

要請概要は、以下のとおりである。

1）要請機材リスト

比国側から要請された機材リストは、表 1-7 のとおりである

表 1-7 要請機材リスト

機材 機材内容 数量

1. AFIS サーバ 2

2. 指紋照合システム 3

3. アーカイブシステム 2

4. 押なつ指紋業務端末 10

5. 遺留指紋業務端末 7

6. イメージ処理システム 3

7. システム管理用端末 1

8. ネットワーク管理システム 2

9. UPS 2

10. バックアップシステム 1

AFIS

11. プリンター 2
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12. 指紋採取ｷｯﾄ 1,700

13. 発動発電機 1

14. 指紋カードキャビネット 100

15.  PC ﾗｯｸ 18

16. 照明拡大鏡 18

17. 作業テーブル 18

18. バックアップメディア用キャビネット 5

19. AFIS マニュアル管理用本棚 2

20. ブランクカード保管用キャビネット 4

指紋採取ｷｯﾄ、そ
の他

21. サーバ室用エアコン 1

なお、要請機材導入に必要な施設改修については比国側負担が実施することを確認した。

2)AFIS 操作技術の技術移転

AFIS 等操作技術については、表 1-8 に示す 11 項目について技術支援の要請があった。

表 1-8 技術支援要請内容

要請番号 項　　目

1 データ・コンバージョン

2 AFIS 操作技術

3 ソフトウェアのメンテナンス技術

4 ハードウェアのメンテナンス技術

5 システム管理技術

6 指紋照合技術

7 データベース品質管理

8 インストラクターへのトレーニング

9 遺留指紋トレース技術

10 遺留指紋リフティング技術

11 指紋分類技術

これらの要請内容については、ソフトコンポーネントのスキームに照らし検討がなされた。

1-3　我が国の援助動向

我が国は比国に対する最大の援助国として、援助の効果的かつ効率的な実施を求めつつ同

国の持続的な経済成長に向けた努力を支援している。国別援助計画の重点分野・課題別援助

方針では（イ）持続的成長のための経済体質の強化および成長制約要因の克服、（ロ）格差

の是正（貧困緩和と地域格差の是正）、（二）人材育成及び制度造り、としている。
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本計画と関連する警察関連業務に対する協力としては、比国における鑑識捜査技術の向上

のため、1982 年以来警察庁から指紋専門家が派遣され、現在もマニラ地区で押なつ指紋採取

技術、遺留指紋検出・採取技術、及び押なつ指紋の 10 指分類番号の付与方法等に関する指

導を行っている。

表 1-9 フィリピン国家警察 PNP への技術協力派遣専門家（個別）

期　間 指導科目

1. 2002 年 5 月～2003 年 5 月 警察科学捜査「初動捜査」Initial Investigation

2. 2000 年 4 月～2002 年 4 月 警察科学捜査「鑑識」Scientific Identification

3. 1998 年 5 月～2000 年 5 月 警察科学捜査「初動捜査」Initial Investigation

4. 1998 年 4 月～2000 年 4 月 警察科学捜査「鑑識」Scientific Identification

上記技術協力については、本計画の主要機材である AFIS に登録される押なつ指紋カード

や遺留指紋カ－ドに関わる技術支援であり、本計画との関連性が高い。引き続き押なつ指紋

採取技術、遺留指紋検出・採取技術に関して技術協力がなされることは、CLS の指紋業務を

より一層向上させる上で極めて重要であると考えられる。

1-4　他ドナーの援助動向

PNP に対する他ドナーからの支援は、2001 年に EU から CLS に対しガスクロマトグラフ

ィー質量分析計（1 台）が供与された。この機材供与は CLS の薬物に関する分析能力を向

上させることにより、犯罪捜査支援業務の強化を目指すものであった。
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第 2 章　プロジェクトを取り巻く状況

2-1　プロジェクトの実施体制

2-1-1　組織・人員

フィリピン国家警察（PNP）は内務自治省 DILG の監督下にあり総勢 10 万人以上の職員

を擁する組織である。本計画の対象サイトである CLS は PNP 組織の中に位置づけられ、

この CLS はマニラ首都圏（NCR）の他、全 16 リージョン（Region）に支所（CLO: Crime

Laboratory Office）を設置しており、それぞれの管轄で発生した犯罪に対して押なつ指紋

カ－ド及び遺留指紋カードの採取を行っている。CLO は地方警察と同一建物に設置され

る場合と独立した建物に設置されている場合がある。

（1）主管官庁

本プロジェクトを担当する主管官庁は比国国家警察（PNP：Philippine National Police）

で、その組織図は、図 2-1 のとおりである。
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長官

首席監察官

管理担当副長官

警護警備隊

犯罪捜査隊 機動隊

麻薬取締隊

市民局 諜報捜査局 人材開発局 研究開発局

監査課

法務課

医務課

科学捜査
研究所

人事局

情報局

作戦局

装備局

計画局

経理局

78州警察署

36(45)component
CPOs/

15市警察

16RMGs

参謀長

作戦担当副長官

装備支援課 財務課 通信課

情報隊

保守管理隊

空港警備隊 市民隊

民間警備
管理隊交通取締隊

技術課牧師課 本部支援課

首都圏警察署 各地区警察署
Reg.1-13,ARMM,CAR

出典：PNP 提供資料

図 2-1 PNP 組織図

　なお、本計画の計画機材を運用するのは科学捜査研究所である。

（2）実施部署

本計画の実施部署は PNP 内部の科学捜査研究所（CLS: Crime Laboratory Service）及び各

Region にある支所（CLO：Crime Laboratory Office）であり、CLS は指紋識別課及び他 6 課

で構成される。2002 年 8 月現在の CLS の職員総数は 809 名で、内 CLS 本部勤務者 271 名、

CLO 勤務者 538 名である。809 名のうち指紋担当者は約 85 名で CLS 本部に 19 名、各 CLO

の規模に応じて 1～5 名配置されている。CLS の組織図は、図 2-2 のとおりである。
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科学捜査研究所
所長

内務・法務部
管理担当
副所長

運用担当
副所長

所長室ｽﾀｯﾌ 庶務部人事担当
副所長

補給担当室
運用・訓練
担当副所長 財務室

化学課法医学課 物理鑑識課 銃器鑑定課

文書解析課指紋識別課 ﾎﾟﾘｸﾞﾗﾌ検査課 法廷写真課

出典：PNP 提供資料

図 2-2 科学捜査研究所組織図

科学捜査研究所の内、本計画の推進にあたり中心となるのは「指紋識別課」で、「指紋

識別課」の 2002 年 8 月現在の組織及び人員は、図 2-3 のとおりである。

　　出典：PNP 提供資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総人数：19 名

図 2-3 現行の指紋識別課組織図

指紋識別課

課長

指紋識別課

課長代理

指紋識別課

係長

指紋検査係

(12)

指紋登録係

(1)

機材係

(1)

解析・判別係

(2)
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なお、本プロジェクト実施後の AFIS 導入により、CLS は AFIS の操作・運用要員として

指紋識別課に約 51 名の検査官を増員し、合計約 60 名の検査官を訓練し養成する方針であ

る。また AFIS の効果的な運用に資するために新たに 3 部署を設置する計画である。

本プロジェクト実施後の指紋識別課の組織図を、図 2-4 に示す。

                                                     総人数：70 名

出典：PNP 提供資料

図 2-4 本計画実施後の指紋識別課組織図

指紋識別課

課長

指紋識別課

課長代理

指紋識別課

係長

押なつ指紋

スーパバイザ (3)

指紋登録係

(1)

機材係

(1)

解析・判別係

(2)

押なつ指紋

オペレータ（30）

押なつ指紋グループ

遺留指紋

スーパバイザ (3)

遺留指紋

オペレータ（21）

遺留指紋グループ

指紋検査係

システム

管理者 (3)

ソフトウェア

保守要員（2）

データベース

管理者 (1)

保守グループ
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上記組織の内、AFIS を操作し指紋照合業務を行うのは押なつ指紋オペレータ、遺留指紋

オペレータである。オペレータとして PNP は基礎的なコンピュータスキルを有する人材を

充てる計画である。AFIS 操作については技術協力の要請が出されており、本計画ではソフ

トコンポーネントで AFIS 操作技術指導を行い、適切に AFIS を運用できるよう協力を行う

予定である。

指紋識別課の保守グループの要員については、PNP で警察業務に関するソフト・ハード

ウェアの開発、保守を行っている PNP の電算部門（Computer Division）に属するコンピュ

ータのソフトウェア、ハードウェアの技術を持った人材を充当する計画である。これによ

り AFIS の一次障害への対応が可能であり、障害発生時にも CLS 業務が滞ることなく実施

できる体制となる。

　　表 2-1 指紋識別課スタッフの現状と本プロジェクト実施後の計画    （単位：人）

部　署 2002 年現在 計画実施後 増加人数
課長 1 1 0

副指紋課長 1 1 0

副課長 1 1 0

指紋検査官
－押なつ指紋グループ
－遺留指紋グループ

12
33
24

45

小　計小　計小　計小　計 15 60 45

機材係 1 1 0

指紋登録係 1 1 0

解析・判別係 2 2 0

保守グループ 6 6

総　計総　計総　計総　計 19 70 51

(3)CLS の業務と業務上の問題点

CLS は法医学、法廷写真、文書解析、物理、化学、指紋照合、銃器認定、嘘発見等の犯

罪捜査の支援業務を実施することが主要な業務である。この内、本計画の対象となるのは

指紋照合業務である。

PNP は被疑者の押なつ指紋は重犯罪について採取することとしており、遺留指紋につい

ては、犯罪現場の状況に応じ CLO により遺留指紋採取が実施される。採取された押なつ指

紋は CLO 支所等を通しすべて CLS 本部に管理・統括され、指紋照合業務がなされること

となっている。指紋照合業務のフローについては 3 章に詳述する。また CLS は指紋採取に

必要な押なつ指紋用カード、指紋採取キットを CLO あるいは警察署に配布することとなっ

ている。指紋照合業務における CLS 及び CLO の業務概要は、図 2-5 のとおりである。
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上記の如く、指紋照合にかかる業務は CLS と CLO の連携作業により実施されており、

CLS から配布された指紋カード・指紋採取キットを使用して、CLO が指紋を採取し、押な

つされた指紋カードや採取された遺留指紋が CLS に戻ってくる仕組みとなっている。

以下に CLO から CLS に送付された指紋カード枚数の実績（1993-2002 年）、CLS から配

備された指紋採取キット数の実績（2001 年）について述べる。

1)押なつ指紋カード集積統計

　CLO から CLS に集積された指紋カード枚数の実績は、表 2-2 のとおりである。

表 2-2 CLO から CLS に集積された指紋カード枚数の実績

Region 1998 1999 2000 2001 2002 合計合計合計合計
1998-2002

犯罪発生件数犯罪発生件数犯罪発生件数犯罪発生件数
1998-2002.6

集積ｶｰﾄﾞ数集積ｶｰﾄﾞ数集積ｶｰﾄﾞ数集積ｶｰﾄﾞ数 /
犯罪発生件犯罪発生件犯罪発生件犯罪発生件
数数数数（％）（％）（％）（％）

Region 1 　 　 　 　 　 0 7,743 0%
Region 2 　 　 39 　 　 39 5,849 0.7%
Region 3 344 　 1,319 　 　 1,663 10,654 15.6%
Region 4 　 5,120 1,348 　 　 6,468 20,244 32.0%
Region 5 　 　 　 　 　 0 10,472 0%
Region 6 　 　 6,848 　 　 6,848 12,793 53.5%
Region 7 　 　 445 　 　 445 16,707 2.7%
Region 8 100 　 　 　 355 455 7,376 6.2%

犯 罪 現 場 鑑 識
活 動 と し て 遺
留指紋の採取

逮捕被疑者から
押なつ指紋原紙
２部作成、保管指
紋原紙と照合、不
一致の場合 CLS
へ１部送付

照合結果を捜査担当に通報

CLO 支所業務

照合結果を CLO/警察
へ回答

保 管 指 紋 原
紙 と 遺 留 指
紋との照合

CLO か ら
遺 留 指 紋
照 会 の 受
付

CLO から送付された
押なつ指紋原紙を受
け取り、10 指分類番
号を付与

CLS 本部業務

一致

不一致

不一致
氏名順に

整理保管

一致

図 2-5 CLS 及び CLO 各 Region 支所の業務

保管指紋原

紙と照合

　CLO
保管指紋原
紙と照合
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Region 9 　 　 　 　 　 0 10,850 0%
Region 10 　 　 　 　 　 0 7,340 0%
Region 11 　 　 　 346 　 346 6,763 5.1%
Region 12 　 　 　 　 　 0 9,956 0%
Region 13 　 　 　 70 　 70 3,216 2.2%
NCR 3,116 4,282 8,826 174 356 16,754 37,353 44.9%
CAR 　 　 　 　 　 0 3,881 0%
ARMM 　 　 275 　 　 275 1,848 14.9%
合　計合　計合　計合　計 3,560 9,402 19,100 590 711 33,363 173,045 19.3%

出典：CLS 提供統計資料

　PNP は年間約 4 万件の重犯罪の指紋を採取することとしているため、毎年約 4 万枚以

上の押なつされた指紋カードが CLS に集積されるはずであるが、表 2-2 からわかるとお

り 1998～2002 年まで 5 年間の平均収集枚数は、約 6,600 枚と非常に少ない。各 Region

における犯罪捜査は、犯罪現場にあった遺留指紋と全ての被疑者の押なつ指紋を採取

（約 10 枚程度）し目視照合しているため、犯罪件数に対して約 10 倍もの指紋カードを

消費している。このことが、指紋カードと指紋採取キットの不足を招く原因となってい

る。

　

2)指紋採取キット配備実績

　今まで、CLS から既に配備された指紋採取キットについて、Region 毎の警察署数のう

ち配備されている警察署数は表 2-3 のとおりである。

　　   表 2-3 Region 毎の警察署数に対する指紋採取キット保有警察署数

Region 警察署数 指紋採取ｷｯﾄ保有警察署数 不足数
Region 1 125 13 112

Region 2 93 10 83

Region 3 130 21 109

Region 4 215 41 174

Region 5 115 0 115

Region 6 142 28 114

Region 7 131 18 113

Region 8 143 13 130

Region 9 82 17 65

Region 10 96 11 85

Region 11 49 15 34

Region 12 49 12 37

Region 13 73 6 67

CAR 77 8 69

ARMM 93 0 93

NCR 47 74

合計合計合計合計 1,660 287 1,373

出典：CLS 提供統計資料
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　指紋採取キットは、指紋採取に不可欠な機材である。PNP では指紋採取キットを市町

村レベルの警察署に配備することとしており、少なくとも警察署数に応じて 1,660 セッ

トを配備していなければならない。また、犯罪の発生件数に応じてマニラ首都圏の警察

署には、複数のキットが配備されているケースもある。しかしながら、現在、1,660 警

察署に対し、287 セットしか指紋採取キットが配備されておらず、NCR 以外の Region

では必要なキットが配備されていない。これは PNP の予算不足のため指紋採取キットを

調達できないことが原因である。

　指紋採取キットの未配備は指紋カードの不足と同様に犯罪数に応じた指紋の採取を

妨げる要因であり、また CLO が遺留指紋の採取業務を十分に行えない要因ともなって

いる。これは CLS が犯罪捜査を効果的に支援できない遠因ともなっている。

　このような状況のため本計画では 1,373 ヶ所の警察署を対象とした指紋採取キットの

配備を検討した。

3)犯罪者用及び市民用の各 Region へのカード配布状況

　指紋カ－ドには犯罪者 (Criminal) と市民用(Civilian) があり毎年ほぼ同数が CLS から

CLO に配布されている。1993～2002 年の 10 年間で犯罪者用は、合計 107,120 枚、市民

用は、同じく 111,785 枚配布されている。以下に、1998～2002 年における CLS から各

Region CLO への犯罪者用指紋カード配布状況を、表 2-4 に示す。

表 2-4 CLS から各 Region CLO への犯罪者用指紋カ－ド配布状況

 Region 1998 1999 2000 2001 2002 合計合計合計合計
Region 1 850 830 875 1,230 1,250 8,895

Region 2 580 550 630 660 700 5,125

Region 3 600 650 560 1,260 1,300 6,770

Region 4 700 730 750 840 850 6,905

Region 5 700 730 750 1,080 1,200 7,405

Region 6 480 500 550 410 450 4,165

Region 7 425 430 425 610 550 3,920

Region 8 325 350 380 200 250 2,765

Region 9 980 1,000 1,100 1,050 1,200 9,935

Region 10 550 560 600 670 700 5,370

Region 11 400 425 500 610 650 4,070

Region 12 380 400 450 1,070 1,100 5,275

Region 13 350 375 400 800 900 4,325

CAR 800 875 900 1,060 1,100 7,935

ARMM 510 550 600 540 580 4,760

NCR 1,650 1,750 2,300 2,925 3,000 19,500

TOTAL 10,280 10,705 11,770 15,015 15,780 107,120

出典：CLS 提供統計資料



19

　上記統計のとおり指紋カードの配布実績では、犯罪発生件数に応じて配布されている

とは言えない。これは指紋カードが 25 ペソ /枚と高額なため必要な予算を確保できてい

ないことが主たる原因である。このため CLO では犯罪者用指紋カードの不足を補うた

め市民用カード、外国人用の指紋カードを犯罪者用に代用しているケースもある。指紋

カードの配布不足は結果として CLS に集積される指紋カード枚数が犯罪発生件数に応

じて増加しない原因となり、さらに CLS が指紋カードをデータベースとして効果的に活

用できない一因ともなっている。

　指紋カードを確実に CLO に配布することは、本計画で導入を計画している AFIS を効

果的に運用するための前提条件であり、この配布につき PNP が今後必要な予算を毎年確

保することを確認している。

2-1-2 財政・予算

比国の国家予算（2002 年度）、各省庁の予算額は、表 2-5 のとおりである。

表 2-5 2002 年国家予算額（1-12 月）
歳出額 7,808 億ペソ（前年比 11．6％増）

歳入額 6,243 億ペソ（前年比 11．8％増）
（内訳：租税等 5713 億ペソ、その他収入 531 億ペソ）

PNP 及び CLS の過去 5 年間の予算は、表 2-6 及び表 2-7 のとおりである。

   

                           表 2-6 PNP 予算額（1998-2002 年）       　　　　   （単位：千ペソ）

　年 1998 1999 2000 2001 2002

総総総総  予予予予  算算算算 22,938,311 28,024,120 29,971,572 29,226,628 34,951,302
 人件費人件費人件費人件費 19,165,567 24,866,338 26,127,364 26,264,055 32,211,877
警察官 　14,817,264 17,267,000 19,901,712 21,560,991 23,175,804
文民警察官 4,348,303 7,599,338 6,225,652 4,703,064 9,036,073

 退職金退職金退職金退職金・保険等・保険等・保険等・保険等 1,047,319 66,000 66,250 67,941 69,593
 MOOE* 2,725,425 3,091,782 3,777,958 2,894,632 2,669,832
　 出張旅費 46,142 64,030 68,119 59,437 68,126

　 通信費 20,725 70,787 83,599 70,803 89,901
　 設備機材保守点検費 126,664 136,943 131,729 143,443 165,212

　 交通費 7,887 5,948 5,905 11,053 12,987
　 備品等 704,544 805,932 916,576 665,308 788,970

　 賃借料 95,085 121,827 160,079 121,427 141,658
　 賞与及び賠償 3,450 7,138 7,103 5,716 6,444

　 光熱費 216,572 216,030 237,829 216,030 249,743
　 社会保障、恩賞等 579,132 632,500 1,106,825 632,500 0

　 研修費 12,961 42,076 47,086 44,938 53,599
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　 臨時費 11,532 19,904 22,348 15,578 18,201
　 機密費 207,500 58,290 69,290 56,542 70,029

　 対暴動・反乱 /非常事態 /緊急費 50,492 49,093 51,709 48,860 57,120
　 税金 0 10,000 11,150 0 0

　 燃料費 403,149 495,590 479,851 468,577 548,155
　 債権・保険料 6,272 28,272 31,447 31,772 36,861

　 その他 233,318 327,422 347,313 302,648 362,826

出典：Budget of Expenditures and Source of Financing, 1998,1999,2002
*MOOE: Maintenance and Other Operating Expenses メンテナンス費等
**Capital outlay: Expenses for Furniture, fixture, equipment, books, etc

表 2-7 CLS 予算額（1998-2002(1st)年）

項　目項　目項　目項　目 1998 1999 2000 2001 2002(1st)

出張旅費 276,250 385,000 139,610 372,400 100,000

一般費 　 　 　 30,000 　
備品・保守管理費 2,347,750 　 　 1,609,700 1,381,266

車輌保守点検費 190,000 209,500 1,000,000 1,158,277 218,000

研究所備品費 　 650,563 30,000 　 　
警備費 　 　 215,000 　 　
タイヤ・器具一式費 　 141,000 80,000 　 　
電算機供給品 　 354,189 　 　 　
交換部品・消耗品費 　 139,500 80,000 　 　
事務・管理用品 　 1,138,500 3,430,021 　 　
賃借料 310,000 1,176,515 459,404 58,300 　
研修費 62,000 280,000 1,011,666 1,010,000 1,029,167

臨時費 　 148,000 46,666 80,000 200,000

機密費 10,000 　 3,000,000 2,700,000 1,500,000

MISC 費 108,000 　 　 　 　
書類印刷費 　 1,474,098 1,139,657 　 　
事務機器修理費 　 2,267,855 2,438,076 　 　

POL Allocation 　 　 200,000 144,133 99,997

対暴動・反乱費 400,000 　 　 80,000 　
その他 3,302,500 　 　 3,317,319 1,575,769
AFIS に掛かる費用 　 　 　 　 　

合　計合　計合　計合　計 Total 7,006,500 8,364,720 13,270,100 10,560,129 6,104,199

出典：CLS 統計資料

人件費、光熱費等はフィリピン国家警察（PNP：Philippines National Police）の予算に

一括して計上されており、CLS の予算には含まれていない。また AFIS 導入にあたり、

AFIS 保守点検契約費が納入業者と PNP 間で締結される予定であるが、その予算は

2004-05 年に計上されることとなる。
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2-1-3　技術水準

AFIS 導入に際してコンピュータ操作技術を有する人員の配置は不可欠である。PNP の

コンピュータ部門は NCIS プロジェクトの一環として、事件事故照会、火器・車輌照会シ

ステムを開発しており高度なコンピュ－タ技術を有している。また施設内にコンピュ－タ

訓練設備を有し日常的に PNP 職員に対するコンピュ－タ技術訓練を行っており、コンピュ

ータ操作技術を有する人材を CLS に配置することは可能である。

また本計画では CLS のオペレータに対する AFIS 操作技術指導を実施し、一層の技術強

化を行う予定である。

維持管理体制としては指紋識別課の保守グループの要員として、PNP 電算部門のコンピ

ュータのソフトウェア、ハードウェアの技術を持った人材が充当される予定である。この

ため、トラブル発生時に運用系サーバから待機系サーバへ切り替えなどの一次対応が可能

であり、障害発生時にも CLS 業務が滞ることなく実施できる体制となる。なお、AFIS の

保守管理は PNP と納入業者間の保守点検契約の締結により、高度な障害発生への対応、ス

ペアパーツや消耗品の交換等が実施されることとなっている。

以上のことから CLS は本計画の実施に必要な技術レベルを充分に有していると考えら

れる。

2-1-4　既存施設・機材

(1) 概要

PNP は本プロジェクト実施のため指紋操作課専用の鉄筋コンクリート 2 階建て建物

（AFIS ビル）を建築し、2002 年 5 月 20 日に完工式を終えている。

(2) 施設状況

屋根構造は鉄骨トラスの上に鉄板でカバーされている。建築物は比国の建築法（Building

Code）に従い、風、地震荷重を考慮した荷重で設計されている。

既存施設は比較的良好な状況で管理されているが、施設計画・設備面では以下の点につ

いて比国側による改修工事が必要である。

・窓枠の改修及びブラインドの設置

・サーバ室の間仕切り（追加壁）設置

・分電盤の設置

・LAN ケーブル等の多くの配線のための床上げ工事
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(2) 既存機材

CLS、指紋捜査課の保有する既存機材は、表 2-8 のとおりである。

表 2-8 指紋識別課の既存機材リスト

機材名 数量
写真引き延ばし・焼付け機 1

指紋反転焼付け機 2

携帯型蒸発器 1

マルチシステムカラーモニター 1

クエーサー蛍光検出装置 1

サンドリッジ処理用容器 1

カメラ 2

分類台 4

指紋採集キット 11

犯罪者指紋カードキャビネット 48

非犯罪者指紋カードキャビネット 150

上記機材は何れも老朽化が進んでおり、機材の更新はできていない。既存の犯罪者指紋

カードキャビネット 48 台について本計画で指紋カードキャビネットとして新規建物に設

置することが検討されたが、老朽化が進んでいることに加え、非犯罪者指紋カードキャビ

ネットが将来的に不足する可能性があることから、非犯罪者指紋カードキャビネットとし

て転用する方が適切であると判断される。

2-2　プロジェクトサイト及び周辺の状況

2-2-1　関連インフラの整備状況

以下に既存関連インフラの整備状況とそれに基づく計画上の注意点を示す。

（１） 道路

本プロジェクト計画地はマニラ市に位置する PNP 敷地内（キャンプ・クラメ：Camp

Crame）に位置し、マニラ市の中心部と PNP 外周道路は幹線道路で結ばれており、容易

にアクセスできる。

道路の整備状況は良好で、資機材等の搬入については問題ない。

（２） 給水・排水

本プロジェクトにおいて水は必要としないが、すでに既存施設には給水・排水設備は

整備してある。
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（３） 電力

既存施設は電力 1Φ100kVA、公称電圧 230V&60Hz の容量で受電している。

（４） 電話

電話については建物内部の配管は完了しているが、配線工事は実施されていないので

現在は使用不可である。しかし、必要となれば直ちに配線工事を行い使用に供すること

が可能な状況下になっている。一方、PNP 本部庁舎側の電話回線については、外線は 1

回線で引き込まれ 7 つのスイッチボードでオペレータを介して切替・選択することで各

内線電話機に接続方式で運用している。

2-2-2　自然条件

（1）気象

マニラ市は北緯 14 度 31 分、東経 121 度 00 分に位置し、国土は大小約 7,100 の島々から

なる。気候的には熱帯モンスーン型気候に属し、5 月～10 月が雨期であり、１年を通して

気温・湿度が高い。マニラの気温は 21～32℃内にあり、平均気温は 27℃である。年較差、

日較差ともに比較的小さいが、コンピュータやサーバ等の正常運転、維持管理を考慮し、

空調設備等の設置について慎重に検討する必要がある。

（2）地盤条件

PNP 敷地内の地盤の許容応力は 150 Kpa で、AFIS 用建家の設計負荷 75 Kpa に対し、充

分の強度がある。
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第 3 章　プロジェクトの内容

3-1  プロジェクトの概要

（1）上位目標とプロジェクト目標

フィリピン国家警察（PNP: Philippine National Police）は、文民組織による国家警察委

員会（National Police Commission）の管理の下、警察軍(PC: Philippine Constabulary)と

国家統合警察(INP: Integrated National Police )が統合する形で、1991 年に発足した。組

織規模は総職員数 11 万 2 千人、全体予算は 280 億ペソ（2000 年）である。PNP は、近年

の巧妙化する犯罪動向に対処するため、科学捜査研究所  (CLS: Crime Laboratory Service) 、

犯罪捜査隊（CIDG: Criminal Investigat ion Detection Group）を組織し、科学犯罪捜査の

強化を推進している。しかしながら、PNP 及び CLS の所有する鑑識機材は旧式のものばか

りであり、先進国に比べて著しく立ち遅れている状況である。

　CLS では、CLS 近代化計画を策定し、機材の更新、装備の充実を図っているが、予算不

足のため、予定どおりには計画は進んでいない。このため、CLS の主要業務である指紋照

合業務については、指紋カードの不足、指紋採取キットの不足、手作業による指紋照合の

ため照合に多く時間を要することなどの理由から、犯罪捜査に思うように資することがで

きない状況である。

　このような背景から、本計画は、科学犯罪捜査において重要な機材である指紋自動識別

システム（AFIS: Automated Fingerprint Identif ication System）を CLS に導入することで、

大量の指紋カードの自動照合、被疑者特定を迅速化、誤認逮捕の防止等、識別業務の効率

化を図り、ひいては比国における犯罪防止、治安安定に寄与することを目的とするもので

ある。また、導入する機材の機能は、比国内における外国人犯罪に対し、国際刑事警察機

構（ ICPO: Internat ional Criminal Police Organization）をとおしての国際手配や捜査協力

を円滑に推進するため、国際的に共通規格を有するものが必要である。

（2）プロジェクト概要

本計画においては、日本側の投入として、CLS に対して AFIS 一式、付属機器等一式及

び指紋採取キット 1,373 組を調達する。また、ソフトコンポーネントとして保管押なつ指

紋原紙 21 万枚のデータ・コンバージョン指導と AFIS の運用強化に資する技術協力を実施

する予定である。

一方、比国側は、AFIS 導入に伴う必要な人員の確保、維持管理に必要な資金の確保を

行い、押なつ指紋業務（約 4 万件／年）、遺留指紋業務（約 7,500 件／年）に係る指紋識別
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業務を実施する。併せて指紋識別業務に不可欠な指紋カードの必要枚数の配布、回収と、

それに必要な予算の確保を行う。また、データ・コンバージョンは、AFIS の運用に適応

した形態に変えるため、作業手順については PNP の協力が必要である。

　なお、AFIS 設置場所として、2002 年 5 月 20 日に、鉄筋コンクリート造、2 階建て建屋、

延べ床面積　560 平方メートルの AFIS ビルを完成させている。

日本・比国の双方の投入と活動により、CLS における照合作業時間は、現在の遺留照合

1 件あたり 10 日、押なつ照合 1 件あたり 1 週間が、AFIS 導入後には、遺留照合で約 50 分

に、押なつ照合で約 20 分に短縮される。この結果、指紋照合件数は飛躍的に増加すること

が期待できる。また、指紋照合件数の増加により、比国における指紋による犯罪解決件数

は、過去 5 年間の累計で 21 件であったものから、約 450 件 /年まで向上すると見込まれる。

  (3) 本計画実施後の指紋照合業務の概要

1) 現行の指紋照合業務フローと本計画実施後の業務フロー

　    指紋照合業務は、押なつ指紋照合業務（10 指指紋業務）と遺留指紋照合業務の二つに大

別できる。押なつ指紋照合業務は、被疑者が押なつした 10 指指紋カード、遺留指紋照合業

務は、犯罪現場で採取された遺留指紋カードを通じて実施される。各カードは、採取され

た地域の警察署を通じて、一旦、地方に所在する CLS の各支所（CLO:Crime Laboratory

Office）で押なつ指紋カードと遺留指紋カードの照合（AFIS における LI、TLI に相当する

照合業務）がなされ、最終的に CLS において同様に、押なつ指紋カードと遺留指紋カード

の照合が行われ、保管される。

CLS における現行の指紋照合業務に係る処理の流れは、次の通りである。

① 逮捕者及び被疑者の押なつ指紋カードと犯罪現場の遺留指紋カードの収集

各 CLO から逮捕者及び被疑者の押なつ指紋カードと遺留指紋カードが CLS に収集され

る。

② 被疑者の押なつ指紋カードと犯罪現場の遺留指紋カードの照合

本照合形態には次の三つの形態がある。

イ） 被疑者の押なつ指紋カードと遺留指紋カードとの照合形態

通常、最も実施されている形態で、押なつ指紋カードと遺留指紋カードとの照合

を行い、犯人を特定する。事件の内容と照合結果は、裁判所で証拠物件として

提示する。
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ロ） 指名照会との併用形態

被疑者（前科者）の指紋が採取できないケースで、名前が判明している場合、

指名照会を行い、指紋キャビネットに保管されている押なつ指紋カードを写真

撮影で複製し、写真複製した押なつ指紋カードと遺留指紋カードと照合を行う。

ハ） 被疑者の押なつ指紋カードと CLS 押なつ指紋カード照合との併用形態

被疑者の押なつ指紋カードは採取しているが、偽名を使用して、身元不明の場合、

身元不明の押なつ指紋カードと CLS 押なつ指紋カードとの照合を行い、身元を確認す

る。その後、押なつ指紋カードと遺留指紋カードとの照合を行う。

③ 押なつ指紋カードと遺留指紋カード及び犯罪情報・照合結果のキャビネット保管

逮捕者の押なつ指紋カードは、Criminal キャビネットへ格納し、被疑者の押なつ指紋

カードは Non-Criminal キャビネットに格納される。

本計画の実施により CLS の現場の指紋照合業務は、次の図 3-1 及び 3-2 のフローに示す

とおりとなる。本計画が実施されても、現行の業務フローが大幅に修正されることはない。

最も多くの時間を有していた CLS における照合業務所要時間が、コンピュータ化される

ことで大幅に短縮され、結果として、指紋照合業務全体の所要時間の迅速化が計られること

になる。
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業務実施者 現行業務フロー 計画実施後業務フロー

*Note:

捜査現場

    (2 sheets)*   (2 sheets of card)

所要時間 1時間 所要時間： 1時間
          (Bring to by one day)           (Bring to by one day)

警察署

所要時間 8時間 所要時間： 8時間
         (Bring to by one day)           (Bring to by one day)

警察署
ﾌﾟﾛﾋﾞﾝｽ
ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ

所要時間 8時間  (Mail or Bring to by one or two days) 所要時間： 8時間          (Mail or Bring to by one or two days)

Match          Match
CLO

所要時間 8時間 Not Match        Not Match
所要時間： 8時間

 (Mail or Bring to by one or two days)  (Mail or Bring to by one or two days)

CLS
       Match     Match

  No match   No match

　　(In case of request from officer) (In case of request from officer)
所要時間 56時間 (1週間） 所要時間： 0.3時間 :コンピューター処理

所要時間合計 81時間 25.3時間

 In case of making only one sheet, no sheet send to CLS.
(caused by lack of Fingerprint kits and Fingerprint card. )

Crime
Occurred

Collect
FingerPrint

Make
 FingerPrint
  Cards

Send
 Cards

Check &
 Send Cards

Check / Keep
One Card &
Send One

Card
 Distinction

Criminal
 Records
  Inquiry

Additional
 Record Other

 Criminal
  Records
   Inquiry

Crime
 Occurred

Collect
FingerPrint

Make
 FingerPrint
  Cards & Reports

Send
 Cards

Check &
 Send Cards

Check / Keep
One Card &
Send One

Criminal
 Records
  Inquiry

Card
 Distribution

Criminal
 Records
  Inquiry

Additional
 Record Other

 Criminal
  Records
   Inquiry

Send
 Card

Keep
 Card

In put
New
 Record

Criminal
 Records
  Inquiry

Keep
 Card

Send
 Card

New
 Record

図 3-1 押なつ指紋照合業務の現行と計画実施後の業務フロー
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業務実施者 現行業務フロー 計画実施後の業務フロー

  (Refer to *Note 1)       (Refer to *Note 1)

捜査現場

警察署     (2 sheets)*Note2    　　　　　　　 (2 sheets)
ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ
ﾌﾟﾛﾋﾞﾝｽ   Match Match
ﾘｰｼﾞｮﾝ

　　　　Not match    　　 Not match
      

　　　(as an unsolved criminal) 　　　　　　(as an unsolved criminal)
所要時間　　　40時間 所要時間　　　40時間

     　　  (Mail or Bring to by one or two days)         (Mail or Bring to by one or two days)

CLS

　　　：コンピュータ処理

所要時間　　　80時間 (10日間） 所要時間　　0.83時間

     (Mail or Bring to by one or two days)  　　　　　　(Mail or Bring to by one or two days)

他管轄署

所要時間合計               　　　120時間 40.83時間

*Note 2: In case of making only one
sheet, no sheet send to CLS. (caused by
lack of Fingerprint kits and Fingerprint
card. )

*CLS Region will do this action
by Police Officer Requirement.

Crime
Occurred

Collect
FingerPrint

Criminal
Records
  Inquiry

Additional
 Record

 *Note 1: <Numbering Pattern>
   Case No.xxxxx
     -Exhibit No. 1
     -Exhibit No. 2
     -Exhibit No. 3

Keep
One

Send
 One Card

Criminal
 Records
  Inquiry

Find out
 Related
  Criminal

Crime
Occurred

Collect
FingerPrint

Criminal
 Records
  Inquiry

Additional
 Record

Keep One
 Card

Other
 Criminal
  Analysed

Send
 One Card

Find out
 Related
  Criminal

In put

Criminal
 Records
  Inquiry

Make
 FingerPrint
  Cards

Make
 FingerPrint
  Cards

Send
 One Card

Other
 Criminal
  Analysed

Send
 One Card

図 3-2 遺留指紋照合業務の現行と計画実施後の業務フロー
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2）本計画実施後の CLS 指紋照合業務の概要

  前述した指紋照合業務フローにおいては、CLS が最終的な指紋照合を行い、その結果

を犯罪捜査で活用する仕組みとなっている。CLS の業務は、現行では、現場から送られ

たカードと保管されている押なつ指紋カード及び遺留指紋カードとを目視で照合し、結

果を捜査現場にフィードバックしている。また、押なつ指紋カードの照合は、指名照合

が中心で押なつ照合はほとんど実施されていない。しかし、本計画が実施された場合に

は、CLS の押なつ指紋照合業務及び遺留指紋照合業務は、照合作業がコンピュータ処理

化され指紋カードデータの分類・保管作業等は電子ファイル化される。その処理フロー

は、図 3-3 及び図 3-4 に示すとおりとなる。
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①押なつ指紋照合業務の処理フロー
  押なつ指紋照合業務の処理フローは、図 3-3 の通りである。オペレータによる操作は
左側に、コンピュータによる内部処理は、右側に記載した。

図 3-3 本計画実施後の押なつ指紋照合業務の処理フロー

    Hit

No Hit

 Hit         No Hit

オペレーター操作 AFIS内部処理

開　始

＜押なつ指紋端末＞

1.1 押なつ指紋ｶｰﾄﾞのｽｷｬﾝ

＜ｲﾒｰｼﾞ処理ｼｽﾃﾑ＞

1.2 特徴点抽出
1.3 自動紋様分類
1.4 ｲﾒｰｼﾞﾃﾞｰﾀ抽出

＜押なつ指紋端末＞

1.5 記述ﾃﾞｰﾀ入力
1.6 Core/Axis確認
1.7 指の順序確認
1.8 TP/TPｺﾏﾝﾄﾞ投入

＜AFISｻｰﾊﾞ＞

1.9  ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ登録
1.10 照合ｼｽﾃﾑへ照合依頼 ＜照合ｼｽﾃﾑ＞

1.11 TP/TP特徴点照合
1.12 候補者ﾘｽﾄ格納

＜押なつ指紋端末＞
1.20 TP/LPｺﾏﾝﾄﾞ投入

＜押なつ指紋端末＞
1.27未解決遺留指紋ｶｰﾄﾞの削除

＜AFISｻｰﾊﾞ＞

1.17 ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ登録・削除
1.18 照合ｼｽﾃﾑ登録・削除依頼
1.19 ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ完了

＜AFISｻｰﾊﾞ＞

1.21 ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ登録
1.22 照合ｼｽﾃﾑへ照合依頼

＜AFISｻｰﾊﾞ＞
1.25 ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ完了

＜照合ｼｽﾃﾑ＞
1.23 TP/LP特徴点照合
1.24 候補者ﾘｽﾄ格納

＜押なつ指紋端末＞
1.26 TP/LP Verify処理

＜AFISｻｰﾊﾞ＞
1.28 ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ登録
1.29 未解決遺留指紋ｶｰﾄﾞの削除
1.30 ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ完了

開　始

＜押なつ指紋端末＞
1.14 TP/TP Verify処理

＜押なつ指紋端末＞
1.16 重複押なつ指紋ｶｰﾄﾞの削除

＜押なつ指紋端末＞
1.15 押捺指紋ｶｰﾄﾞの登録

＜AFISｻｰﾊﾞ＞

1.13 ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ完了

終　了

＜照合ｼｽﾃﾑ＞

＜照合ｼｽﾃﾑ＞
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　    前述した処理フローの個々の内容については、次のとおりである。

1.1 押なつ指紋カードのスキャン

オペレータは、スキャナーから押なつ指紋カード上の指紋イメージを読み込み、スキャ

ンした指紋イメージが正しい位置に読み込まれているか否かの確認を行う。

1.2 特徴点抽出

イメージ処理システムは、読み込まれた 10 指の指紋イメージから、照合に使用する特

徴点データを作成する。特徴点には、下図＜特徴点例＞のとおり分岐点と端点がある。

AFIS では、この特徴点をもとに照合が行われる。

＜特徴点例＞

1.3 自動紋様分類

イメージ処理システムは、読み込んだ指紋から、10 指の紋様を自動的に抽出する。

紋様（Pattern Type）は、下図＜指紋紋様例＞の通りである。

＜指紋紋様例＞

1.4 イメージデータ抽出

イメージ処理システムは、10 指のデータベース登録用指紋イメージデータ（512 Pixel

×512 Pixel ×16 階調）を作成する。

Arch Right Slanted
Loop

&

Tented Arch

Left Slanted
Loop

Whorl

Pattern Types

 

分岐点

端点
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1.5 記述データ入力

オペレータは、予め下記の形式で採番されたカード ID 及びカードに記載されている個

人情報の入力を行う。

＜カード ID 形式＞

Card ID 形式 : CCYYMMDD-C-SS-NNN

（説明） CC

YY

MM

DD

C

SS

NNN

:

:

:

:

:

:

:

Century

Last Two-Digits of Year

Month

Day

Card Type (C:Criminal,  N: Non-Criminal,  L: Latent)

Stational Off ice ID

Sequence Number

1.6 Core/Axis 確認

イメージ処理システムは、10 指指紋について、指紋の中心定義（Core） /指先方向定義

（Axis）を自動的に検出する。オペレータは、下記＜Core/Axis 表示例＞のような画面

にて、指紋イメージの中心と指先方向の確認を行う。

＜Core/Axis 表示例＞

【サンプル画面】
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1.7 指の順序確認

オペレータは、10 本の指の並び順序が正しく並んでいるか否かを、押なつ指紋カードと

比較確認する。指紋カードは、下図＜指紋カード押なつ順序＞の指の並びとなっている。

右手

親指

右手

人指し指

右手

中指

右手

薬指

右手

小指

左手

親指

左手

人指し指

左手

中指

左手

薬指

左手

小指

＜指紋カード押なつ順序＞

1.8 TP/TP コマンド投入

オペレータは、押なつ指紋照合（Ten Print To Ten Print Inquiry）処理を選択して、被

疑者の押なつ指紋（サーチ側）とデータベースに格納された指紋データの全件（ファイ

ル側）との照合を指示する。

＜押なつ指紋照合処理＞

押なつ指紋カードデータベースは、下表＜AFIS 押なつ指紋データベース構成＞の 3 部

から構成されている。

データベース部 内容

①個人情報記述データ部 性別、人種、指種、紋様、生年月日等

②押なつ指紋特徴点データ部 指紋照合に使用するデータ群

③押なつ指紋イメージデータ部 Verifyやカード印字に使用する指紋イメ

ージ群

＜AFIS 押なつ指紋データベース構成＞

1.9 トランザクション登録

AFIS サーバは、トランザクション管理機能で、上記 1.8 の実行処理を受け付ける。

1.10 照合システムへの照合依頼

AFIS サーバは、サーチ側特徴点データを照合システムに送り、照合を要求する。

押なつ指紋カード
押なつ指紋カード
   データベース

   押なつ指紋照合

サーチ側
ファイル側
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1.11 TP/TP 特徴点照合

照合システムは、サーチ側押なつ指紋特徴点データとファイル側押なつ指紋特徴点デー

タとの照合を順次行う。

1.12 候補者リスト格納

照合システムは、照合結果である Key No.（犯罪者の特定のための番号）とスコア（類

似度得点）を出力する。更に、スコアによって降順に並べ替え、端末表示に必要な記述

情報を、データベースから順次読み込み、編集処理を行う。この編集結果は、一次ファ

イルに格納し、処理の完了を AFIS サーバに通知する。

1.13 トランザクション完了

AFIS サーバは、トランザクション管理機能で、上記 1.8 の実行処理完了を認識し、ト

ランザクションキューのステータス（トランザクション状態遷移）を、実行中から完了

に変更する。オペレータは、どのトランザクションが終了したかを、画面上で確認する。

1.14 TP/TP Verify処理

オペレータは、押なつ指紋照合の照合結果に基づいて、次図＜Verify画面例＞の Verify

画面上で、同一指紋か否かを判定する。候補者は最大 255 件とし、Key No.とスコア(類

似度得点 )で降順に表示される。通常、第一位の候補者の右親指が最初に表示される。
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＜Verify画面例＞

左側の指紋イメージが、サーチ側の右親指であり、右側の指紋イメージが、候補者の第

一位の右親指である。

1.15 押なつ指紋カードの登録

オペレータは、Verify処理で No Hit（不一致）と判定した場合に、Key No.（犯罪者特

定のための番号）を入力し、登録に必要な記述データ（1.5 参照）を編集する。

1.16 重複押なつ指紋カードの削除

オペレータは、Verify処理で Duplicate Hit (重複した指紋が押なつ指紋カードデータベ

ースに存在している ) と判定した場合、Hit（一致）した候補者の中から、最も指紋の品

質が良いカード 1 枚を残し、それ以外の押なつ指紋カードを削除する様に AFIS サーバ

に指示する。

1.17 トランザクション登録・削除

AFIS サーバは、トランザクション管理機能で、上記 1.15 の登録処理、または上記 1.16

の削除処理を受け付ける。

【画面サンプル】
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1.18 照合システム登録・削除依頼

AFIS サーバにおいて、押なつ指紋登録の場合は、押なつ指紋登録待ち行列にサーチ側

特徴点データを送り登録処理を行う。押なつ指紋削除の場合は、押なつ指紋削除待ち行

列に、削除 Key No.を送り、削除処理を行う。完了後、照合システムは、AFIS サーバ

に実行処理の完了を通知する。

1.19 トランザクション完了

AFIS サーバは、トランザクション管理機能で、上記 1.15 または 1.16 の実行処理完了

を認識し、トランザクションキューのステータスを実行中から完了に変更する。

1.20 TP/LP コマンド投入

オペレータは、初犯者の場合、及び再犯者でかつサーチ側指紋とファイル側指紋と指の

置換がなされた場合のいずれかの条件下において、TP/LP 処理（余罪照合処理）を実行

する。余罪照合（Ten Print To Latent Inquiry）は、被疑者の押なつ指紋と未解決遺留指

紋（遺留指紋と同意）を照合し、別件の犯罪に関与しているか否かの確認を行う。

                                      ＜余罪照合処理＞

1.21 トランザクション登録

AFIS サーバは、トランザクション管理機能で、上記 1.20 の実行処理を受け付ける。

1.22 照合システムへ照合依頼

AFIS サーバは、サーチ側特徴点データを照合システムに送り、照合を要求する。

1.23 TP/LP 特徴点照合

照合システムは、サーチ側押なつ指紋特徴点データとファイル側遺留指紋特徴点データ

との照合を順次行う。

1.24 候補者リスト格納

照合システムは、照合結果である Case No.（犯罪番号）+Exhibit  No.(証拠番号)+Sequence

No.（遺留指紋を派生した順次番号）とスコアを出力する。更に、スコアによって降順

押なつ指紋カード
遺留指紋カード

   データベース

       余罪照合

サーチ側
ファイル側
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に並べ替え、端末表示に必要な記述情報をデータベースから順次読み込み、編集処理を

行う。この編集結果は、一次ファイルに格納し、処理の完了を AFIS サーバに通知する。

1.25 トランザクション完了

AFIS サーバは、トランザクション管理機能で、上記 1.23 の実行処理完了を認識し、ト

ランザクションキューのステータスを実行中から完了に変更する。

1.26 TP/LP Verify処理

オペレータは、余罪照合の照合結果に基づいて、Verify画面で同一指紋か否か判定する。

候補者は最大 255 件とし、押なつカードの指単位（指 10 本×255 件）に、Case No. +

Exhibit  No. + Sequence No.とスコアで降順に表示される。

1.27 未解決遺留指紋カードの削除

オペレータは、Verify処理において Hit した場合に、遺留指紋カードデータベースから、

Hit した Case No. + Exhibit  No. + Sequence No.のカードの削除処理を AFIS に指示す

る。

1.28 トランザクション登録

AFIS サーバは、トランザクション管理機能で、上記 1.27 の削除処理を受け付ける。

1.29 未解決遺留指紋カードの削除

AFIS サーバは、削除対象の Case No. + Exhibit  No. + Sequence No.を照合システムに

送り、削除処理を要求する。

1.30 トランザクション完了

照合システムは、削除処理完了後、削除処理完了通知を AFIS サーバに通知する。AFIS

サーバは、トランザクション管理機能で、上記 1.29 の実行処理の完了を認識し、トラ

ンザクションキューのステータスを実行中から完了に変更する。この作業により押なつ

指紋カードの登録・照合の一連の業務が完了する。

   以上が CLS で実行される押なつ指紋業務の概要である。この業務を実施するためには、

指紋に関する知識と基本的なコンピュータ操作能力が求められる。
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②遺留指紋照合業務の処理フロー
  遺留指紋照合業務の処理フローは図 3-4 のとおりである。オペレータによる操作は左
側に、コンピュータによる内部処理は、右側に記載した。

図 3-4 本計画実施後の遺留指紋照合業務の処理フロー
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                   Hit

                No Hit

                Hit             No Hit
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  前述した処理フローの個々の内容は、以下のとおりである。

2.1 遺留指紋カードのスキャン

オペレータは、スキャナーから押なつ指紋カード上の指紋イメージを読み込み、スキャ

ンした指紋イメージが正しい位置に読み込まれているか否かの確認を行う。

2.2 特徴点抽出

イメージ処理システムは、読み込まれた遺留指紋イメージから、照合に使用する特徴点

データを作成する。

2.3 イメージデータ抽出

イメージ処理システムは、データベース登録用指紋イメージデータ（512 Pixel×512

Pixel ×256 階調）を作成する。

2.4 イメージ強調加工

オペレータは、遺留指紋の隆線画像を強調し、切れている隆線の接合処理や隆線の切断

処理を行う。

2.5 特徴点編集

オペレータは、ゴミや埃による誤った特徴点を排除し、遺留照合に必要な特徴点と不要

な特徴点を選択する。また、特徴点の位置を、正しいと推測される位置に移動し、編集

する。

2.6 Core/Axis 定義

イメージ処理システムは、遺留指紋の中心定義 /指先方向定義を自動的に検出する。但し、

片鱗遺留指紋の場合には、オペレータが Core/Axis を設定する。

2.7 トレース

オペレータは、片鱗遺留指紋について、遺留指紋の一部から類推し、指紋の全体イメー

ジを作成する。作成された遺留指紋は、片鱗遺留指紋の派生データとしてシステム上に

一時的に格納される。その上で、当該派生データに対し、 Case No.+Exhibit

No.+Sequence No.の形式で、Sequence No.（枝番）が付与される。遺留指紋原画から

派生した指紋イメージは、遺留照合のサーチ側特徴点データとして、各種照合処理に使

用する。

2.8 LP/TP コマンド投入

オペレータは、遺留指紋照合（Latent To Ten Print Inquiry）処理を選択して、犯罪現場

の遺留指紋（サーチ側）とデータベースに格納された押なつ指紋全件（ファイル側）と
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の照合を指示する。

                                            ＜遺留指紋照合処理＞

「AFIS 遺留指紋データベース構成」は、以下の 3 部から構成されている。

＜AFIS 遺留指紋データベース構成＞

データベース部 内容

①犯罪情報記述データ部 犯罪種類、指種、紋様等

②遺留指紋特徴点データ部 指紋照合に使用するデータ群

③遺留指紋イメージデータ部 Verifyやカード印字に使用する指紋イメージ群

2.9 トランザクション登録

AFIS サーバは、トランザクション管理機能で、上記 2.8 の実行処理を受け付ける。

2.10 照合システムへ照合依頼

AFIS サーバは、サーチ側特徴点データを照合システムに送り、照合を要求する。

2.11 LP/TP 特徴点照合

照合システムは、サーチ側遺留指紋の特徴点データとファイル側押なつ指紋特徴点デー

タとの照合を順次行う。

2.12 候補者リスト格納

照合システムは、照合結果である Key No.とスコアを出力する。更に、スコアによって

降順に並べ替え、端末表示に必要な記述情報を、データベースから順次読み込み、編集

処理を行う。この編集結果を一次ファイルに格納し、処理の完了を AFIS サーバに通知

する。

2.13 トランザクション完了

AFIS サーバは、トランザクション管理機能で、上記 2.8 の投入処理完了を認識し、ト

ランザクションキューのステータスを実行中から完了に変更する。オペレータは、どの

トランザクションが終了したかを画面上で確認する。

遺留指紋カード 押なつ指紋カード
　データベース

　　遺留指紋照合

サーチ側
ファイル側
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2.14 スコアと閾値の比較

AFIS サーバは、処理投入時に予め設定したスコア（閾値）と候補者リストのスコアを  比

較し､LP/TP Verify 処理に必要なトランザクションか否かをトランザクションキューの

ステータス上に表示する。AFIS サーバは、候補者リストのランク一位のスコアが閾値

よりも小さい場合に、自動的に No Hit と判断し、オペレータに知らせる。

2.15 LP/TP Verify処理

オペレータは、遺留指紋照合の照合結果に基づいて、Verify画面で同一指紋か否かを判

定する。候補者は最大 255 件とし、Key No.とスコアで降順に表示される。

2.16 未解決遺留指紋カードの登録

オペレータは、Verify処理において、No Hit と判定した場合に、Case No. + Exhibit  No.

+ Sequence No.を入力し、更に、登録に必要な犯罪記述データを入力・編集する。編集

後、遺留指紋カード登録処理を AFIS サーバに指示する。

2.17 トランザクション登録

AFIS サーバは、トランザクション管理機能で、上記 2.16 の登録処理を受け付ける。

2.18 照合システムへ登録依頼

AFIS サーバは、サーチ側特徴点データを照合システムに送り、登録を要求する。

2.19 トランザクション完了

AFIS サーバは、トランザクション管理で、上記 2.16 の投入処理完了を認識し、トラン

ザクションキューのステータスを実行中から完了に変更する。

2.20 LP/LP コマンド投入

オペレータは、犯人の手がかりが無い場合において、LP/LP 処理を実行する。本処理は、

同一犯確認照合（Latent To Latent Inquiry）といい、犯罪現場の遺留指紋と未解決遺留

指紋とを照合し、犯罪の関連性を確認する場合に用いる。

 遺留指紋カード 遺留指紋カード
　データベース

    同一犯確認照合

サーチ側

ファイル側
＜同一犯確認照合処理＞
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2.21 トランザクション登録

AFIS サーバは、トランザクション管理機能で、上記 2.20 の投入処理を受け付ける。

2.22 照合システムへ照合依頼

AFIS サーバは、サーチ側特徴点データを照合システムに送り、照合を要求する。

2.23 LP/LP 特徴点照合

照合システムは、サーチ側遺留指紋特徴点データとファイル側遺留指紋特徴点データと

の照合を順次行う。

2.24 候補者リスト格納

照合システムは、照合結果である Case No. + Exhibit  No. + Sequence No.とスコアを出

力する。更に、スコアによって降順に並べ替え、端末表示に必要な記述情報をデータベ

ースから順次読み込み、編集処理を行う。この編集結果を、一次ファイルに格納し、処

理の完了を AFIS サーバに通知する。

2.25 トランザクション完了

AFIS サーバは、トランザクション管理機能で、上記 2.23 の投入処理完了を認識し、ト

ランザクションキューのステータスを実行中から完了に変更する。

2.26 LP/LP Verify処理

オペレータは、同一犯確認照合の照合結果に基づいて、Verify画面で、同一指紋か否か

を判定する。候補者は最大 255 件とし、Case No. +Exhibit  No. +Sequence No.とスコア

で降順に表示する。

2.27 未解決遺留指紋カードの削除

オペレータは、Verify 処理で Hit した場合に、遺留指紋カードデータベースから、Hit

したカードの削除処理を指示する。

2.28 未解決遺留指紋カードの登録

オペレータは、Verify処理で NoHit した場合に、遺留指紋カードデータベースに未解決

遺留指紋カードの登録処理を指示する。

2.29 トランザクション登録・削除

AFIS サーバは、トランザクション管理機能で、上記 2.27 の削除処理または上記 2.28 の

登録処理を受け付ける。



43

2.30 未解決遺留指紋カードの登録・削除

AFIS サーバは、Case No. +Exhibit  No. +Sequence No.を照合システムに送り、登録処

理または削除処理を要求する。

2.31 トランザクション完了

照合システムは、2.29 削除処理完了後、削除処理完了通知を AFIS サーバに通知する。

AFIS サーバは、トランザクション管理機能で、上記 2.27 の削除処理または上記 2.28 の

登録処理完了の認識を行い、遺留指紋の登録・照合・削除の一連の業務を完了する。

以上が CLS で実行される遺留指紋業務の概要である。この業務を実施するためには、指紋

に関する知識と基本的なコンピュータ操作能力が求められる。
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3-2  協力対象事業の基本設計

3-2-1　設計方針

3-2-1-1 基本方針

（1）プロジェクトサイト

プロジェクトサイトは、PNP 内に位置する CLS である。

（2）協力対象範囲

協力対象範囲としては、AFIS 及びその他資機材の調達、据付までを日本側で実施す

る。機材の設置のために必要となる施設の改修は、比国側の作業とする。また、指紋

採取キットについては CLS に一括して引渡しを行い、CLS が各支所である CLO に配

布する。なお、データ・コンバージョン指導、AFIS 運用強化に係る技術指導について

は、日本側が妥当と判断した範囲で、ソフトコンポーネントにより、日本側が実施す

る。

（3）AFIS の適用範囲

当初、比国側要請では、指紋に加えて、掌紋及び足紋にも対応した AFIS の要請が

なされていたが、本計画では、指紋業務のみを AFIS の適用範囲とする。

3-2-1-2  規模設定の基本条件

 本計画において、AFIS に登録される押なつ指紋、遺留指紋の件数は、機材の規模設

定の基本条件となる。これについて、以下のとおりに設定した。

（1）押なつ指紋各照合件数と登録件数の設定

①押なつ指紋照合・登録件数

   押なつ指紋照合・登録件数については、犯罪の発生件数に対応させることとする。

次の図 3-5「犯罪発生件数の推移」に示すとおり、過去 12 年 (1990-2001 年 )の Index

Crime(比国では、殺人、傷害、強盗、窃盗、強姦の犯罪カテゴリとして Index Crime

と定義し、これら以外は Non-Index Crime と定義している)犯罪発生件数は約 4 万件、

Non-Index Crime 犯罪発生件数は約 4 万件、横ばい状態で推移している。

   CLS は、Index Crime の被疑者については、全て指紋押なつの対象とし、Non-Index

Crime については、一部を指紋押なつの対象とする方針である。従って、本計画では、

Index Crime の発生件数を参考とし、押なつ指紋登録（Ten Print Registration）件数、
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押なつ指紋照合件数を、それぞれ年間 4 万件と設定する。

   また、4 万件の押なつ指紋照合件数の内、余罪照会（Ten Print To Latent Inquiry）

においては、指紋照合の際に No Hit であった指紋カードが対象となる。No Hit 率は、

日本における受刑者の再犯率、すなわち既に指紋カードがデータベースに登録されて

いる割合が 50%(平成 12 年度版犯罪白書) であることから、逆算して 50％と設定し、

余罪照合件数は、2 万件（4 万件×50％）として設定する。（表 3-1　押なつ指紋照合・

登録件数　参照）

図 3-5. 犯罪発生件数の推移（1990-2001年）
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押なつ指紋照合と登録件数の基本条件は、表 3-1 のとおりである。

表 3-1 押なつ指紋照合・登録件数

①押なつ指紋照合 40,000 件／年

②押なつ指紋登録 40,000 件／年

③余罪照合 20,000=40,000 件×50%（No Hit 率）

②遺留指紋の照合件数と登録件数

CLS では、遺留採取件数が年間約 7,500 件である。現場で採取された遺留指紋には、

断片しかないものや不鮮明なものなどの不完全な指紋がある。このため、指紋照合を

行う前に、不完全な指紋からトレースを行い、幾つかの類推した完全な形の指紋を派

生させる必要がある。
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派生させる件数については、遺留採取件数の 50％とし、遺留指紋の照会、登録件数は

年間約 11,250 件（=7,500×150%）を基準とする。

また、遺留指紋を遺留指紋データベースで照合する同一犯確認照合（Latent To

Latent Inquiry）は、遺留指紋照合で Hit しなかった遺留指紋が対象となる。遺留指紋

照合の Hit 率が通常 8％であることから、遺留指紋の No Hit 率は 92％と算定され、年

間 10,350 件（11,250 件×92％）と設定する。（表 3-2　押なつ指紋照合・登録件数　参

照）

　　　　　遺留指紋照合・登録件数の基本条件は、表 3-2 のとおりである。

表 3-2 遺留指紋照合・登録件数

①遺留指紋照合 11,250 件／年

②遺留指紋登録 11,250 件／年

③同一犯確認照合 10,350 件=11,250×92%（No Hit 率）

（2）本計画の対象期間

本計画は対象期間を 10 年間とし、機材計画の基本方針とする。

（3）調達事情に対する方針

本計画の計画機材の内、主要機材である AFIS は、日本において製造業者が 1 社しか

ないことが確認されている。よって本機材については、第三国まで調達先を考慮する。

また比国内で調達可能な機材（家具類等）については、現地調達を前提として計画する。

（4）実施機関の運営維持管理能力に対する対応方針

①PNP と CLS の予算

   PNP と CLS の過去 5 年間の予算は、表 3-3 のとおりである。

表 3-3 PNP と CLS の予算  (1998-2003 年 ) 　　(単位：百万  ペソ)

年 1998 1999 2000 2001 2002 2003

PNP 全体予算 22,938 28,024 29,972 29,227 34,951 55,986

内 CLS 予算 7,007 8,365 13,270 10,560 6,104

(1s t )

出典：PNP 統計
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   なお、CLS の人件費、光熱費等は、PNP の予算に一括して計上されており、上記の

CLS の予算には、活動費のみが含まれている。

   比国側は、AFIS 導入に必要な維持管理予算を確保する必要がある。これについては、

本計画実施後の AFIS の運営維持管理費用について、内務自治省（DILG：Department

of Interior and Local Government）により、必要な予算を確保する計画が確認されて

おり、特に問題はない。

②人員・体制

  比国の政府組織においては、PNP は、DILG の監督下にあり約 10 万人以上の職員を

擁する組織である（［資料］1、2 及び 3 参照）。

本計画の対象サイトである CLS は、 PNP 組織の活動支援ユニット（Operational

Supporting Unit）として位置づけられている。この CLS はマニラ首都圏（NCR:National

Capital Region）の他、全 16 の地区（Region）に、1,660 箇所の CLO を設置しており、

それぞれの管轄で起こった犯罪に対して押なつ指紋、遺留指紋の採取を行っている。

CLO は、地方警察と同一建物に設置される場合、独立した建物に設置されている場合

がある。

   現在の CLS の人員体制は以下表 3-4「現行 CLS の人員体制」のとおりである。

表 3-4 現行 CLS の人員体制

課・役職 人数

長官 1

長官室スタッフ 9

法的支援課 4

次官 1

次官室事務スタッフ 3

長官補佐スタッフ 12

一般事務課 12

トレーニー（研修中スタッフ） 46

オペレーション＆トレーニング 25

物流課 8

監査課 9

A. 法医学課 31
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B. 化学捜査課 44

C. 物理化学課 10

D. 銃器認定課 8

E. 指紋識別課 19

F. 文書解析課 9

G. 嘘発見器課 10

H. 法廷写真課 10

TOTAL 271

出典：CLS 統計

　指紋識別課には、上記表 3-4 のとおり 19 名の職員が配置されている。但し、現在の

指紋照合業務は、全て手作業で実施されており、本プロジェクトで導入される AFIS

を操作するためには、一定の訓練が必要である。PNP には、コンピュータの訓練施設

も併設されており、ここで AFIS のオペレータ等の基礎訓練を行うことが可能である。

また、AFIS を運用するために必要な基本的なコンピュータ操作技術を有する要員を、

配置あるいは訓練し、AFIS 操作と運用を十分に行うことができる体制を整える予定で

ある。この要員配置については、本計画実施後に、PNP のコンピュータ部門からコン

ピュータスキルを有する要員の配置が計画されている。これらの要員は、日本側のソ

フトコンポーネントにより、AFIS 操作技術のさらなる強化も実施される予定である。

（5）機材等のグレードの設定に係る方針

本計画では、AFIS 機材のグレードについて、特に考慮しなければならない。

　AFIS に要求されるグレードとしては、本計画の目標である指紋識別業務の改善、大

量指紋カードの自動照合、被疑者特定を迅速化、誤認逮捕の防止などに必要不可欠な機

能と能力を有するレベルに設定できるものとする。以下に AFIS 規模設定、AFIS 以外の

機材、グレード定義についての基本方針を記す。

1）AFIS のグレード設定基準

①AFIS データベースの主要処理の設定

   AFIS データベース容量規模設定にあたっては、次の表 3-5「AFIS の主要 6 処理」を

対象とする。
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表 3-5 AFIS の主要 6 処理

処理名 処理の説明

1) 押なつ指紋照合

(Ten Print To Ten Print Inquiry)

被疑者の押なつ指紋（サーチ側）とデータベース

に格納された全件押なつ指紋（ファイル側）を対

象に照合を行う処理。

2) 余罪照合

（Ten Print To Latent Inquiry）

被疑者の押なつ指紋と、未解決遺留指紋とを照合

し、別件の犯罪に関与しているか否かの照合をい

う。本処理は、初犯者及び再犯者でかつ指紋をサ

ーチ側とファイル側指紋を置換した場合に実行

する照合。

3) 押なつ指紋登録

（Ten Print Registration）

新規押なつ指紋を、Key No.をキーとして、デー

タベースに登録する処理。

4) 遺留指紋照合

（Latent To Ten Print Inquiry）

犯罪現場で採取された遺留指紋に対し、トレース

作業（机上で行うケースと端末上で行うケースが

ある。）を行い、原画から派生させた遺留指紋で、

データベース上の押なつ指紋と照合する処理。

5) 同一犯確認照合

（Latent To Latent Inquiry）

犯罪現場で採取された遺留指紋と、未解決遺留指

紋とを照合し、事件の関連性を確認する照合。

6) 遺留指紋登録

（Latent Registra tion）

No Hit の遺留指紋を、事件番号＋証拠番号＋トレ

ース番号をキーとして、データベースに登録する

処理。

②指紋データベースの容量の規模設定

   指紋データベースの容量は、データベースに登録される指紋原紙枚数に対応させて

計画する。指紋原紙の枚数は、既存の指紋原紙として、押なつ指紋が 210,000 枚、遺

留指紋が 10,000 枚あり、新規登録予定は、3-2-1-2 の表 3-1「押なつ指紋照合・登録件

数」の規模設定の基本条件に従って、以下のとおり 732,500 枚と算定される。さらに、

この枚数に対し、システム安定稼働に必要な空きエリア領域 30%（219,750 枚）追加

し、指紋データベースの容量として、全体で 952,250 枚の規模設定を行う。
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表 3-6 指紋データベースの容量の規模

内　　　容 枚　　数

①既存の押なつ指紋原紙 210,000 枚

②押なつ指紋新規登録予定（年間 4 万枚×10 年） 400,000 枚

③既存の遺留指紋原紙 10,000 枚

④遺留指紋新規登録予定（年間 11,250 件×10 年） 112,500 枚

⑤⑤⑤⑤押なつ指紋押なつ指紋押なつ指紋押なつ指紋・遺留指紋の合計・遺留指紋の合計・遺留指紋の合計・遺留指紋の合計（①（①（①（①+②②②②+③③③③+④）④）④）④） 732,500 枚枚枚枚

⑥システムに必要な空きエリア領域（全体の 30％） 219,750 枚

⑦⑦⑦⑦合計合計合計合計（⑤（⑤（⑤（⑤+⑥）⑥）⑥）⑥） 952,250 枚枚枚枚

2）AFIS 以外の計画機材の規模設定

  AFIS 以外の機材については、計画する押なつ指紋端末と遺留指紋端末台数の合計数を

基準とし、家具類、その他機材の規模を設定する。また指紋カードキャビネットについ

ては計画実施後 10 年間の指紋カードを収容できる規模とする。

3-2-2　基本計画

（1）全体計画

本計画のサイトは、比国側により建設された PNP 内 CLS の AFIS ビルであり、2 階建

て建物である。建物内スペースについては、機材のレイアウト図で検討した結果、機材

の配置に十分なスペースが確保されていることが確認された。また、本新規建物に関し

ては、電気、水等のユーティリティが既に稼動している。本建屋においては、電力 1Φ

100kVA、公称電圧 230V＆60HZ の容量で受電しており、本プロジェクトの計画機材の

稼動に必要な 58kVA を十分に満たしている。電圧変動については、現地調査期間中に分

電盤付近のコンセントで 5 日間連続測定した結果、最大で 240±10 ボルト（約±4％）

以内であり、計画されている UPS の許容範囲内（230V±23V 以内：230V±10％）であ

る。測定結果を、［資料］11 に示す。

以上のことから、比国側により建設された新規建物は、機材の据付場所として適当で

ある。
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（2）機材計画

1）AFIS

①AFIS サーバ

   AFIS は、サーバと業務用端末及び周辺機器により、構成する。

   サーバの構成は、表 3-7 のとおりである。

表 3-7 AFIS サーバ機材計画

サーバ 数量 主要な構成

AFIS サーバ 2 台 システムコントローラー、データベース

指紋照合システム 2 台 オペレーションシステム、指紋照合ソフトウェア

イメージアーカイブシス

テム

2 台 オペレーションシステム、アーカイブソフトウェ

ア

イメージ処理システム 2 台 オペレーションシステム、画像処理ソフトウェア

システム管理端末 2 台 オペレーションシステム、ネットワーク管理ソフ

トウェア

   上記サーバの内、指紋照合システム以外は運用系、待機系を各 1 台ずつ計画し、そ

れぞれ計画数量を 2 台とする。これは、サーバに障害が発生した場合、全システムが

停止してしまう非常事態に対応するためである。運用系サーバ故障時にも待機系サー

バを使用することにより、CLS 業務に支障がでないよう配慮したものである。

指紋照合システムは、処理量より算定し、2 台とした。これについては 1 台が故障し

ても、他の 1 台で業務を継続（縮退運転）できることから、待機系は考慮しない。

また、比国側要請機材リストでは、ネットワーク端末 2 台、システム管理者端末 1 台

となっていたが、国内解析時にこれら 2 つの端末の機能が 1 台の端末に統合可能であ

ることが判明したため、システム管理端末を 2 台（運用系、待機系）で計画した。

②業務用端末

 端末は、押なつ指紋業務用 10 台、遺留指紋業務用 7 台とする。各端末数量は、1 日

当りの業務量に対する所要時間をベースに算出した。以下に、数量算定根拠を記す。

　a) 押なつ指紋業務用端末数量の設定根拠

　以下、表 3-8 に 1 日当りの業務処理所要時間の算出を示す。
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表 3-8 1 日当りの業務処理所要時間の算出（押なつ指紋）

業務内容

A.

年間処理

件数（年）

B.

1 日当り

処理件数

(A/200 日 )

C.

1 件当り

処理時間

D.

1 日当りの業務

処理所要時間

（B×C）

①押なつ指紋照合 40,000 件 200 件 18 分 3,600 分

（60 時間）

②押なつ指紋登録 40,000 件 200 件 5 分 1,000 分

（16.6 時間）

③余罪照合 20,000 件 100 件 10 分 1,000 分

（16.6 時間）

④押なつ指紋照合

Verify（①+③）

60,000 件 300 件 15 分 4,500 分

（75 時間）

⑤検索・更新・削除

[表 3-6 指紋データベ

ースの容 量の規 模

（①+②）×3%]

18,300 件 92 件 5 分 460 分

（7.66 時間）

⑥置換処理、再照合

[表 3-6 指紋データベ

ースの容 量の規 模

（①+②）×2%]

12,000 件 60 件 18 分 1,080 分

(18 時間 )

合計合計合計合計
11,640 分分分分

(194.0 時間時間時間時間 )

□押なつ指紋業務用端末必要台数の算出

   1 日のうち 4 時間は、作業の整理（AFIS ジョブレポート）とサーバの日常点検に充

てられる。このことから、1 日の指紋処理時間は 20 時間となり、必要台数は、下記の

計算から 10 台として算定される。

194.0 時間÷20 時間（1 日）＝9.70（10 台）

また、各端末と主要な構成は、表 3-9 のとおりである。
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表 3-9 押なつ端末構成と台数

端末 数量 主要な構成

押なつ指紋業務端末 10 台 本体、モニター等

押なつ指紋スキャナー 10 台 IQS 認定品

   押なつ指紋スキャナーは、フラットベッドスキャナーである。これについては、国

際犯罪捜査に対応して、アメリカ合衆国 FBI（Federal Investigat ion Bureau）の機材

基準 IQS（ Image Quality Specificasions）に合格したスキャナーでデータ化された指

紋であることが要求される。従って、押なつ指紋スキャナーは IQS 認定品で計画する。

b) 遺留指紋業務用端末数量の設定根拠

    以下、表 3-10 に 1 日当りの業務処理所要時間の算出を示す。

表 3-10 1 日当りの業務処理所要時間の算出（遺留指紋）

業務内容

A.

年間処理

件数（年）

B.

1 日当り

処理件数

(A/200 日 )

C.

1 件当り

処理時間

D.

1 日当りの業務

処理所要時間

（B×C）

①遺留指紋照合 11,250 件 57 件 54 分 3078 分

（51.3 時間）

②遺留指紋登録 11,250 件 57 件 5 分 285 分

（4.75 時間）

③同一犯確認照合 10,350 件 51 件 20 分 1020 分

（17 時間）

④遺留指紋照合

Verify（①+③）

21,600 件 108 件 30 分 3240 分

（54 時間）

⑤検索・更新・削除

[表 3-6　指紋データ

ベースの容量の規

模（③+④）×3%]

3,675 件 18 件 5 分 90 分

（1.5 時間）

合計合計合計合計
7683 分分分分

(128 時間時間時間時間 )
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□遺留指紋業務用端末必要台数の算出

1 日の指紋処理時間は、押なつ指紋業務用端末必要台数で述べたとおり 20 時間であ

り、必要台数は、下記の計算から 7 台として算定される。

128 時間÷20 時間（1 日）＝6.40 台（7 台）

また、各端末と主要な構成は、表 3-11 のとおり。

表 3-11 遺留端末構成と台数

端末 数量 主要な構成

遺留指紋業務端末 ７台 本体、モニター等

遺留指紋スキャナー ７台 IQS 認定品

遺留指紋スキャナーは、押なつ指紋スキャナーと同様の理由で、IQS 認定品として

計画する。

③周辺機器

  プリンターについては、押なつ業務用、遺留指紋業務用で各 1 台、合計 2 台で計画

する。

 UPS は、サーバ機、端末に対して１台で電力を供給することとし、必要電力が

19.55kVA であるため、30kVA 程度の UPS を計画する。また、UPS の設置場所につい

ては、床加重の点で２階では危険なので、1 階に設置する。システム別の消費電力は、

以下表 3-12 のとおりである。

表 3-12 システム別消費電力 単位：kVA

システム 数量 定格電力 消費電力 備考

サーバ系

2 2.700 2.700 運用系又は待機系AFIS サーバ（本体）

　　   （内蔵 RAID ディスク） 2 1.500 3.000 運用系+待機系

指紋照合システム 2 2.000 2.000 運用系又は待機系

イメージ処理システム 2 0.500 1.000 運用系＋待機系

イメージアーカイブシステム 2 0.500 0.500 運用系又は待機系

システム管理端末 2 1.500 1.500 運用系又は待機系

小　計 10.700
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端末系

押なつ指紋業務端末 10 0.450 4.500

遺留指紋業務端末 7 0.450 3.150

指紋イメージプリンター 2 0.600 1.200

小　計 8.850

合　計 19.55

2）その他の機材

①指紋採集キット

   指紋採集キットは、CLS に引き渡された後、リージョンレベル、プロビンスレベル

の CLO に配備される。CLO は、比国内に 1,660 箇所あり、その内、比国側により 287

箇所は既に配備済みである。従って、本プロジェクトでは 1,373 セットを計画する。

②発動発電機

   発動発電機は、商用電源の停電が起きた場合に、CLS の業務を通常どおり実施して

ゆくために必要な機材である。発動発電機は、全計画機材の稼動に必要な容量（58kVA）

を確保する必要があり、容量としては 60kVA を計画する。なお、PNP では新規施設に

併設した発動発電機室を建設済みである。

表 3-13 発動発電機の負荷

AFIS 負荷 19.6kVA サーバ、端末等

照明負荷 13.0kVA 1F, 2F照明

空調負荷 23.4kVA AFIS 用

事務用負荷 2.0kVA 専門家パソコン、その他

計 58.0kVA

   商用電源の停電時に、AFIS を使用した指紋識別業務を継続するためには、AFIS 負

荷のほか、作業用の照明負荷、AFIS 用空調負荷も考慮する。なお、AFIS ビルの電源

配線は、非常用、一般用の区別がないので、専門家が使用しているパソコン等につい

ても考慮する必要がある。

   AFIS の運用については、24 時間稼動が予定されているので、発動発電機は、自動

起動式を計画する。
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    以下図 3-6 に電源配線系統図を示す。

図 3-6 電源配線系統図

③指紋カードキャビネット

   指紋カードキャビネットは、2 列 5 段を標準仕様とする。この場合 1 キャビネット当

たり最大で 10,000 枚のカードを収容することが出来るものとする。本プロジェクトで

は、最終的に 732,500 枚のカードを収容するためには 73 台が必要である。これに 30％

の空きエリアを考慮し、95 台として算定する。更に、指紋紋様の発現率と重複カード

を考慮して、別途 5 台を計画し、総数 100 台として算出する。

④PC ラック

   PC ラックは業務用端末台数分必要なので、業務用端末台数に準じる。

⑤照明拡大鏡

   照明拡大鏡は、照合業務の前処理及び後処理に利用するので、⑥作業テーブルの台

数に準じる。

⑥作業テーブル

   作業テーブルは、AFIS に入力する指紋カード、遺留指紋の前処理の作業等を行うた

めに必要である。オペレータ用として 17 台、指紋カードの受付・事前の確認用として

1 台を計画する。（計 18 台）

⑦バックアップメディア用キャビネット

   AFIS に入力された指紋データのバックアップとして、メディアに周期的にデータを

保存する。データを保存したメディアは、施錠可能なキャビネットに保管する。本キ

ャビネットは、指紋識別課課長室に設置する予定である。

PDB for 1F

lighting,outlet,air-con

PDB for 2F
lighting,outlet,air-con

UPS

1F CVCF Room

2F Server Room PDB(New)

AFIS server,TerminalEngine Generator

Control Panel

Generator Room

To Power House

AFIS House

NEW
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⑧AFIS マニュアル保管用キャビネット

   AFIS マニュアル保管用として、本棚が必要である。これは各オペレータが随時参照

できるよう業務用端末と同じ部屋に設置する。

⑨ブランク指紋カードキャビネット

   ブランクカード保管用キャビネットは、③指紋カードキャビネットと同仕様のもの

を計画する。

⑩サーバ室及び業務端末室のエアコン

   以下表 3-14 及び表 3-15 にエアコン容量設定根拠を示す。

　　　　　　　　　　　　　　表 3-14 エアコン容量設定根拠　　　　　　単位；kJ/hr

　 サーバ室 業務端末室

AFIS 発熱量 29,560 27,260

照明発熱量 2,520 10,080

生活発熱量 -------- 8,360

貫流熱量（室温 22 度設定） 8,547 27,384

①　　合　　　計合　　　計合　　　計合　　　計 40,627 73,084

②既存エアコン能力 24,700 49,400

必要追加分必要追加分必要追加分必要追加分=①－②①－②①－②①－② 15,927 23,684

表 3-15 発熱量計算内訳　　　単位；kJ/hr

AFIS 発熱量（サーバ） AFIS サーバ １式 29,560

AFIS 発熱量（端末） 指紋業務用端末 17 式 27,260

1) サーバ室 0.6kW 2,520

2) 業務端末室 2.4kW 10,080

照明発熱量

小        計 12,600

生活発熱量 業務端末室

418kJ/hr・人

20 人 8,360

1) 窓 6 ㎡ 1,638

2) 壁 10 ㎡ 1,995

3) 天井 20 ㎡ 924

4) 側壁 20 ㎡ 3,990

貫流熱量（サーバ室）

小        計 8,547
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1) 窓 40 ㎡ 10,920

2) 壁 64 ㎡ 12,768

3) 天井 80 ㎡ 3,696

貫流熱量（端末室）

小        計 27,384

◆ 貫流熱量は外気温度（最大）32℃、室内温度 22℃で計算

（日本における警察機関で運用されている AFIS の室内気温は通常 22℃で設定さ

れている）

◆貫流熱量（kJ/hr）=面積×貫流率(kcal/hr)×温度差×4.2 　

◆貫流率として、 窓（ガラス）＝6.5

コンクリートブロック＝4.75

天井（板）＝2.2

               を採用する。

    以上の結果から、サーバ室には、15,927kJ/hr 以上、業務端末室に 23,684kJ/hr 以上

のエアコンが必要となる。一般的なエアコンの製品仕様を考慮し、サーバ室には約

17,000kJ/hr、業務端末室にも 24,000kJ/hr 相当の仕様で、エアコンをそれぞれ 1 台ず

つ設置することとする。

（3）計画機材リスト

表 3-16 に、計画機材リストを示す。

表 3-16 計画機材リスト

ｺｰﾄﾞ 機材名 主な仕様・構成 数量 使用目的

AFIS Fingerprint Cards:

960,000 以上

1 式

（内訳）

1

AFIS サーバ ･Memory:3GB 以上

･NIC :10/100 BASE

･DBS:Oracle8I&OLTP

  又は、同等以上

･RAID: 5

2 台
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指紋照合システム 8,000 指／秒　以上 2 台

イメージアーカイブ

システム

･512pixel  x 512pixel x

  16Depth

･800pixel  x 800pixel x

  256Depth

  の双方を格納

2 台

イメージ処理システム 特徴点データ抽出 2 台

イメージプリンター A4,白黒 2 台

システム管理端末 ･ネットワ－ク監視

･システム制御コマンド

2 台

押なつ指紋業務用端末 押なつ指紋用 AFISアプリケ

－ション

10 台

押なつ指紋スキャナー IQS 認定品 10 台

遺留指紋業務用端末 遺留指紋用 AFISアプリケ－

ション

7 台

遺留指紋スキャナー IQS 認定品 7 台

バックアップシステム LTO 1 台

UPS 230V, 30kVA,20 分以上の電

力供給

1 式 サーバ室用、

業務室用

2 指紋採取キット 遺留指紋採取用はけ、黒粉

末、リフトテープ、押なつ指

紋用インク、ローラー、へら

等

1,373 式 指紋採取用

3 発動発電機 230V,60Hz, 60kVA 1 台 停電時の電源

4 指紋カードキャビネット 2 列 5 段、スチール製 100 台 指紋カードの分

類、保管用

5 PC ラック 構成：PCテーブル

　　約 1,200x700x700mmH

椅子、  スチール製

18 台 業務用端末の設

置用

6 照明拡大鏡 蛍光灯 20W 、拡大鏡 3x 18 台 指紋カードの確

認用
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7 作業テーブル 木製、

約 1,200x700x700mmH

18 台 指紋カードの前

処理等の作業用

8 バックアップメディア用

キャビネット

スチール製、鍵付き

約 800x400x700mmH

5 台 バックアップメ

ディアの保管・

管理用

9 AFIS マニュアル保管用

キャビネット

木製、上下段組

約 800x400x1,400mmH

2 台 AFIS マニュア

ルの保管・閲覧

用

10 ブランク指紋カード

キャビネット

スチール製、鍵付き

約 800x400x700mmH

4 台 白紙カードの保

管用

11 サーバ室用エアコン 17,000kJ/hr 以上 1 台 サーバ保護用

12 業務室用エアコン 24,000kJ/hr 以上 1 台 業務用端末、保

護用
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7 作業テーブル 木製、

約 1,200x700x700mmH

18 台 指紋カードの前

処理等の作業用

8 バックアップメディア用

キャビネット

スチール製、鍵付き

約 800x400x700mmH

5 台 バックアップメ

ディアの保管・

管理用

9 AFIS マニュアル保管用

キャビネット

木製、上下段組

約 800x400x1,400mmH

2 台 AFIS マニュア

ルの保管・閲覧

用

10 ブランク指紋カード

キャビネット

スチール製、鍵付き

約 800x400x700mmH

4 台 白紙カードの保

管用

11 サーバ室用エアコン 17,000kJ/hr 以上 1 台 サーバ保護用

12 業務室用エアコン 24,000kJ/hr 以上 1 台 業務用端末、保

護用

3-2-3　基本設計図

図 3-7 システム構成図及び図 3-8 ネットワーク接続系統図を、次頁以降に示す。
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 (Standby)

Administration Workstation

Fingerprint Matching System #2 Fingerprint Matching System #3
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(Standby)
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Tenprint Fingerprint
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Tenprint Fingerprint
Workstation #3

Tenprint Flatbed Scanner #3
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Tenprint Flatbed Scanner #4
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Tenprint Flatbed Scanner #5

Tenprint Fingerprint
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Tenprint Flatbed Scanner #6

Tenprint Fingerprint
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Tenprint Flatbed Scanner #7

Tenprint Fingerprint
Workstation #8
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TenprintFingerprint
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Tenprint Flatbed Scanner #9

Tenprint Fingerprint
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Fingerprint Printer #2
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Latent Flatbed Scanner #1
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Latent  Fingerprint
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Latent  Fingerprint
Workstation #4
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Latent  Fingerprint
Workstation #5
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Latent  Fingerprint
Workstation #6

Latent  Flatbed Scanner #6
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Latent Flatbed Scanner #7
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Administration Workstation

  

図 3-7  システム構成図
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AFIS SERVER Latent Fingerprint
Workstation

Tenprint Fingerprint
Workstation

Administration
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PRINTER
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NETWORK  CONNECTION  DIAGRAM

   図 3-8   ネットワーク接続系統図
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3-2-4　施工計画／調達計画

3-2-4-1 調達方針

(1）基本事項

本計画は、単年度、一期、一括で実施するものとする。

①日本政府の閣議・決定を経て、無償資金協力に関し、日本政府と比国政府との間で交

換公文（E/N）が締結される。

②  E/N の締結により、正式に日本が援助をコミットすることとなり、具体的な実施に

移る。

③  E/N 締結後は、日本国籍を有するコンサルタントとフィリピン政府との間で詳細設

計・管理契約を結び、直ちに実施設計作業に入る。

(2）入札

①  入札にあたっては、国際協力事業団の入札ガイドラインに沿って行われる。

②  入札にあたっては、機材の調達に関して、商社を対象とする方法が一般的であり、

日本法人に限られる。

③  入札執行者は実施主体であるが、コンサルタントはフィリピン政府と協力して公正

性、透明性に配慮しつつ業務にあたる。

(3）機材調達・据付

①  機材調達

機材調達は、原則として、原産国を比国及び日本とする。

②  機材据付

本プロジェクトの主要機材である AFIS については、特殊機材であるため据付作業は

専門の技術者が行うこととする。AFIS 以外の機材の設置は、現地業者で対応が可能

である。

(4）実施体制

無償資金協力の比国側の決定・責任及び監督機関は内務自治省であり、実施機関は

PNP,CLS である。内務自治省、PNP,CLS とコンサルタント及び請負業者の関係は図 3-9

のとおりである。
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　　　　（日本国政府）　　　　　　　　　　　　　　　　　（フィリピン政府）

図 3-9 内務自治省、PNP,CLS とコンサルタント及び請負業者の関係

3-2-4-2 調達上の留意事項

比国では、付加価値税 10%が製品価格に含まれており、事業費積算にあたっては、当該

10%分を差し引いた価格を積算の対象とする。

3-2-4-3 調達・据付区分

本計画の施工にあたり、日本国側負担業務と比国側負担業務を表 3-17 に取りまとめる。

表 3-17 日本国負担業務と比国側負担業務

業務内容 日本側 フィリピン側

◆ 機材

-機材調達 〇

-機材据付工事 〇

-機材への電源等接続工事 〇

-試運転調整 〇

-使用法維持管理法指導 〇

◆ 設備工事

-新規施設の建設・完成 〇

-機材据付に必要な施設の改修工事 〇

外務省
交換公文
（E/N）

内務自治省
DILG

JICA

フィリピン国家警察
（PNP）

科学捜査研究所
（CLS）

コンサルタント 請負業者
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-施設内ユーティリティ工事 〇

◆ 機材保管場所の確保 〇

◆ 輸送･通関業務

-サイトまでの機材輸送 〇

-通関業務 〇

-免税措置 〇

◆ 銀行取極と手数料の支払い 〇

◆ 本業務関係者の出入国・滞在に必要な許

認可・手続きの便宜
〇

◆ 調達機材の適切かつ効果的な運用・管理 〇

◆ 本業務実施に必要な許可手続き 〇

◆ 無償資金協力に含まれない全ての関連業

務にかかる費用
〇

 3-2-4-4 調達監理計画

本プロジェクトの主要機材である AFIS は、特殊機材である。ハード的な据付作業は複

雑な作業ではないが、ソフトの設定、カスタマイズ、性能検査、動作検査等の作業につい

ては、CLS 側と協議しつつ、慎重に進め、逐次確認を取る必要がある。従って AFIS の据

付・検査期間はコンサルタントが常駐監理を行う必要がある。

 3-2-4-5 資機材等調達計画

本プロジェクトの主要機材である AFIS は、比国内では製造されていない。また、日本

でも 1 社しか製造業者はなく、入札の公平性を確保するためには、第三国製品までを調達

の対象とすべきである。AFIS については、CLS のエンジニアで修理、保守に対応できる

ものもあるが、製造業者のエンジニアでなければシステム障害等の対応は難しいケースが

考えられる。AFIS のトラブルに対して早急に復旧でき、業務に大きな支障を来たさないよ

うにすることが重要である。このため PNP は、製造業者と保守管理契約を結び、必要な技

術的サポート、トラブルシューティング、スペアパーツの調達をスムーズに行うことので

きる体制を整えるべきである。PNP は、AFIS 製造業者と保守管理契約を結ぶことを計画

しているため、本プロジェクトでは、AFIS に関するスペアパーツについて、原則として考

慮しないこととする。
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3-2-4-6 ソフトコンポーネント計画

(1）ソフトコンポーネントの必要性

比国側から要請があった技術支援の内容については、表 3-18 のとおりである。

表 3-18 ソフトコンポーネント要請内容

要請番号 項          目

１ データ・コンバージョン

２ AFIS 操作技術

３ ソフトウェアのメンテナンス技術

４ ハードェアのメンテナンス技術

５ システム管理技術

６ 指紋照合技術

７ データベース品質管理

８ インストラクターへのトレーニング

９ 遺留指紋トレース技術

10 遺留指紋リフティング技術

11 指紋分類技術

　これら要請内容を検討した結果、以下の内容についてソフトコンポーネントのスキー

ムに照らし以下のとおり検討を行った。

①データ・コンバージョン

  データ・コンバージョンは、AFIS による指紋照合業務には不可欠である。しかしなが

ら、比国ではデータ・コンバージョンを実施した経験はなく、技術的な支援が必要であ

る。データ・コンバージョンとなる押なつ指紋カード枚数は、21 万枚であり、約 4 ヶ月

で全カードをコンバートすることが可能である。具体的な確認作業については、二つの

方法がある。その一つは、電子化されたカード枚数とデータベース登録件数を比較し、

キャビネットに格納した押なつ指紋カードの Key No.によって AFIS からカード検索を

行い、記述情報とイメージを見比べる方法である。その二は、無作為に選んだカードで

押なつ指紋照合を行い、候補者リスト上のスコアが満点であるか否かで確認する方法で

ある。

以上の検討結果から、データ・コンバージョンをソフトコンポーネントの対象とする。
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②AFIS 操作技術

   AFIS を効果的に運用するためには、CLS オペレータにとって、AFIS 操作の技術取得

が不可欠である。コンピュータ操作に関しては、PNP 内で訓練ができるため、CLS

オペレータが AFIS 導入までに、一定のコンピュータスキルを取得することが可能

である。しかし、実際に AFIS を使用し、指紋照合、登録作業を効果的に行うためには、

訓練を含めた技術的サポートが必要である。

技術的サポートは、導入された AFIS を用いて、研修コースを策定することが可能であ

る。この場合は、操作マニュアルや照合結果による検証を行い、正しく処理が行われた

か否かを判断できる。

   以上の検討結果から、AFIS 操作技術をソフトコンポーネントの対象とする。

③ソフトウェアのメンテナンス技術

  ソフトウェアのメンテナンス技術は、アプリケーションのトラブル発生時に、一次対

応として不可欠な技術である。システムのトラブル発生に関しては、サーバを 2 重化す

ることで、極力 CLS の業務に影響を与えないよう配慮している。しかし、アプリケーシ

ョンの暴走に関しては二重化だけでは対応できない。従って、CLS 職員がトラブルに対

して一次対応できるように技術強化することが、本プロジェクトの効果的な実施の観点

から望ましいと言える。

   以上の検討結果から、ソフトウェアのメンテナンス技術をソフトコンポーネントの対

象とする。

④ハードェアのメンテナンス技術

   ハードェアのメンテナンス技術も、ソフトウェアのメンテナンス技術と同様に、CLS

職員で一次対応できる程度の技術を有することが望ましい。しかし、サーバ等のハード

ェアは、製造業者によるカスタマイズがなされており、製造業者のエンジニアでなけれ

ば修理が困難である。従って、ハードェアの障害については、製造業者と PNP の間で保

守管理契約を結び、これに基づいて対応することが望ましいと考えられる。

   以上の検討結果から、ハードェアのメンテナンス技術は、ソフトコンポーネントの対

象としない。

⑤システム管理技術

   システム管理技術は、システムの稼動状態（ネットワーク状態、データベースを格納
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しているディスクの状態、各周辺機器のハードェア、ソフトウェアの状態、システム　ロ

グファイルやハードェアログファイルの解析等）を監視分析し、システム管理端末の状

態推移から、異常の有無を判断する技術である。障害発生時には、障害の経緯を理解す

ることが、速やかな復旧作業にとって重要である。

   以上の検討結果から、システム管理技術をソフトコンポーネントの対象とする。

⑥指紋照合技術

  指紋照合技術は、AFIS を使用して指紋を照合する技術である。これは 2) AFIS 操作技

術と大きく関係するので、AFIS 操作技術を指導する中で、訓練を行うことが可能であ

る。

   以上の結果から、指紋照合技術をソフトコンポーネントの対象とする。

⑦データベース品質管理

  データベースの品質管理は、AFIS の精度と信頼度を維持する上で、最重要技術である。

押なつ指紋は、再犯者から採取されるケースが多い。再犯者の指紋カードが、保管され

ている押なつ指紋カードよりも品質的に優れていれば、指単位で交換し、今後の遺留照

合や押なつ照合に備える必要がある。どちらの品質が良いか否かについての判断は、検

査官が Verify処理時に判断する。その際、どの指を入れ替えるかについても判断する。

この検査する技術を向上させることは、データベースの品質を高めることにつながるも

のである。

   以上の検討結果から、データベース品質管理をソフトコンポーネントの対象とする。

⑧インストラクターへのトレーニング

  インストラクターについては、長期安定運用の観点から、ソフトコンポーネントで一

時的に対応する場合に比べて、CLS/PNP が、実務経験のあるオペレータの中からトレー

ナーを選定し、新規職員に指導してゆく体制とすることが重要である。比国側にとって

も、独自にトレーナーを養成できる点で優れているが、長期間の実施が必要である。

   以上の検討結果から、インストラクターへのトレーニングは、ソフトコンポーネント

の対象としない。

⑨遺留指紋トレース技術

  遺留指紋トレース技術指導は、既に JICA 専門家により実施されている。
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以上の検討結果から、遺留指紋トレース技術は、ソフトコンポーネントの対象としない。

⑩遺留指紋リフティング技術

   遺留指紋リフティング技術の指導は、既に、JICA 専門家により実施されている。

   以上の検討結果から、遺留指紋リフティング技術は、ソフトコンポーネントの対象とし

ない。

⑪指紋分類技術

    指紋分類技術は、パターンに従った指紋の見分け方である。現状における作業の中で

は、既に、指紋の分類はなされており CLS 職員には、一定の技術がある。そのため、本

プロジェクトの AFIS の設計に当たっては、現状の CLS/PNP による指紋分類に準じて、

指紋分類方法を定めることになっている。従って、特にソフトコンポーネントで再度指紋

分類技術を訓練する必要はないと判断される。

   以上の検討結果から、指紋分類技術は、ソフトコンポーネントの対象としない。

   上記により、ソフトコンポーネントでは以下の 6 項目を対象とすることが望ましいと

判断される。

表 3-19 ソフトコンポーネント計画

計画番号 要請番号 項           目

① １ データ・コンバージョン

② ２ AFIS 操作技術

③ ３ ソフトウェアのメンテナンス技術

④ ５ システム管理技術

⑤ ６ 指紋照合技術

⑥ ７ データベース品質管理

（2）データコンバージョン

  データコンバージョンは、CLS の検査官、押なつ指紋オペレータ、遺留指紋オペレー

タによって行う。データコンバージョン期間については、17 台の端末を押なつ指紋端末

として、期間限定で使用できる様にすることとし、その概要を表 3-20 に示す。
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　　　　　　　　　表 3-20 データコンバージョン期間

項　　目 条　　　　件

期間 4.1 ヶ月

運用形態 20 時間 /日　３交代制　6 日／週

使用する端末台数 １７台

開始時期 機材引渡し後

押なつ登録業務 1 件：10 分（押なつ端末を一時的に１７台で構築）

60 分÷10 分＝6 件/時間 6 件×17 台＝102 件/時間

102 件×20 時間＝2040 件/日

210,000 件÷2040 件/日＝102 日

102 日÷25（月当り労働日数）＝4.1 ケ月

データ・コンバージョンの処理フローを、図 3-10 に示す。
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図  3-10 データコンバージョン処理フロー

開　始

・旧キャビネットから Index
押なつ指紋カードをキャビネ
ット単位でマシン室に運び込
む (約 10,000 枚 )

・ Index 押 な
つ カ ー ド 全 て
登録したか?
 (210,000 枚 )

<受付>
新カード ID,  Key No を採番し、
必須項目のチェックのチェック
を行う。

<押なつ指紋端末>
押なつ指紋カードのスキャン

<押なつ指紋端末>
・記述データ入力
・CORE/AXIS 確認
・指の順序確認

<押なつ指紋端末>
押なつ指紋カードの登録

前準備処理前準備処理前準備処理前準備処理

AFISAFISAFISAFIS 入力後確認処理入力後確認処理入力後確認処理入力後確認処理

<新カードキャビネット>
　カード ID 順に押なつカ
ードを整理し、格納場所を
Key No をインデックスと
してキャビネット番号、棚
番号を記載、格納する。

後処理後処理後処理後処理

終　了

はい

いいえ
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（3）ソフトコンポーネントによる活動内容

 ソフトコンポーネントによる活動内容は、以下のとおりまとめることができる。

指紋端末オペレータは、現在の押なつ指紋検査官 10 名及び遺留指紋検査官 7 名に、新検

査官及び MS windows 操作経験者 40 名を加えて、全部で 57 名（内訳：押なつ指紋 33 名、

遺留指紋 24 名）とする計画である。

1) データコンバージョン作業指導（表 3-21-1 参照）

2) 研修コースの実施（表 3-21-2～6 参照）
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受講者及び必要な技能 研修内容 成果 成果指標 講師及び派遣期間
[受講対象者と対象人数]

押なつ指紋端末オペレータ（30名）

押なつ指紋スーパバイザ（3名）

遺留指紋端末オペレータ（21名）

合計54名

[ 資格]

押 指紋端末オペレータ、遺留指紋端末
オ ータはについては、指紋検査官また
はMS Windowsコンピュータ操作経験者が
必須である。

1.押なつ指紋入力処理操作

1) KeyNo、Card ID記述情報入力

2) Core/Axisの定義位置

3) 紋様定義と確認

2. データコンバージョン運用及び
運用管理法

3.押なつ指紋カードの管理方法

4.AFIS導入後のAFIS運用と押なつ指紋カー
ド管理方法

本指導完了後、２１万件の押なつ指紋カードデータベー
スが構築できる。

1.押なつ指紋端末オペレータは、押なつ指紋のCore/Axis、
紋様定義を正確に判定する技能を習得し、押なつ指
紋データベースは、高品質で維持することができ、
照合精度が向上する。

1) 押なつ指紋端末オペレータは、記述情報入力ミス、
Key No．入力ミス、Card ID入力ミスを減らすことが
できる。このようなミスしたまま処理を行った場合
でも、押なつ指紋カードを削除し、再登録する技術
を有することができる。

2) 押なつ指紋端末オペレータは、Core、Axisを確認で
きる技能を有し、Core、Axis判定が困難な場合におい
ても、リファレンス紋様を指定する技能を有するこ
とができる。

3) 押なつ指紋端末オペレータは、１０指の紋様を正し
く確認することができ、Hit率が向上する。

2.押なつ指紋スーパバイザは、各シフト　グループ毎の
押なつ指紋カードの登録状況を、1日の運用時間の終
了時に、確認し、登録状況レポートを作成すること
ができる。
 データコンバージョンは、1日当り２０４０押なつ
指紋カードの登録を行うが、目標件数に達していな
い場合、どのグループのだれが目標値に達していな
いかを確認し、目標値に達していない押なつ指紋端
末オペレータに対して、指導を行うことができる。1
日当り２０４０押なつ指紋カードの登録ペースを確
保することができる。

3～4.押なつ指紋カードは、照合処理候補者リストのKey
Noによって、原画押なつ指紋カードを引き当てるこ
とができる。

[目標]

1.日当り2040押なつ指紋カード
の登録

2.21万押なつ指紋カード構築（約
４ケ月間）

3.コンバージョン作業マニュア
ルの作成

[目標達成確認手段]

1.作成されたコンバージョンマ
ニュアル

2.ジョブレポートによる目標達
成の確認

3.データベース統計情報による
登録件数の確認

指導員C　指導員D
2名・2交代
週6日、20時間体制/日
準備期間5日（一人当たり）
派遣期間121日

[派遣期間の内訳]
102　労働日
17　日曜日
=(102x7/6)-102
=総日数-労働日
2　移動日

表 3-21-1 データコンバージョン作業指導 研修期間：102日間研修分野：① データコンバージョン
必要

なつ
ペレ



受講に必要な技能及び資格 研修内容 成果 成果指標 講師及び派遣期間

[受講対象者と対象人数]

押なつ指紋端末オペレータ（30名）

押なつ指紋スーパバイザ（3名）

遺留指紋端末オペレータ（21名）

合計57名

[必要資格]

押なつ指紋端末オペレータ、遺留指紋端末
オペレータはについては、指紋検査官また
はMS Windowsコンピュータ操作経験者が必
須である。

1.押なつ指紋入力処操作

2.押なつ指紋コマンド処理操作

3.押なつ照合、余罪照合Verify処理
操作

4.遺留指紋入力処操作

5.遺留指紋コマンド処理操作

6.遺留照合、同一犯確認照合Verify処理操作

成果の項番は、研修内容の項番に対応する。

1.押なつ指紋端末オペレータは、押なつ指紋の
Core/Axis、紋様定義を正確に判定する技能を習得し、
押なつ指紋データベースを、高品質で維持すること
ができ、照合精度が向上する。

2.押なつ指紋端末オペレータは、押なつ指紋端末操作を
正確に行える技術を習得し、現在計画している１日
当りの押なつ照合処理件数２００件、登録件数２０
０件、余罪照合件数１００件を達成できる。

3.押なつ指紋端末オペレータは、再犯者の押なつ指紋カ
ードの記述情報を、発現毎に、更新し、犯罪履歴と
の整合性を維持する技能を有することができる。

4.遺留指紋端末オペレータは、原画遺留指紋から派生さ
せた遺留指紋カードを、派生番号毎に遺留指紋デー
タベースに登録し、余罪照合の照合精度が向上する。

5.遺留指紋端末オペレータは、照合を正確に行える技術
を習得し、１日当りの遺留指紋照合処理件数５７件、
遺留指紋登録５７件、同一犯罪確認照合５１件を達
成できる。

6.遺留指紋端末オペレータは、犯罪と犯罪の繋がりを、
照合によって確認するために、遺留指紋カードデー
タベース同士のマージ処理や削除処理を行い、最新
の状態を維持することができる。

[目標]

1.1日当り200押なつ指紋カード
の照合・登録

2.1日当り57押遺留指紋カードの
照合・登録

3.AFIS操作マニュアルの
作成
(CLS運用に則したもの)

[目標達成確認手段]

1～2-1．ジョブレポートによる目
標達成の確認

1～2-2．データベース統計情報に
よる登録件数の確認

3.作成されたAFIS操作マニュア
ル

講師A
週5日6.5時間/日
準備期間2.5日
派遣期間30.4日

[派遣期間の内訳]
21労働日
8.4 日曜日
=(21x7/5)-21
=総日数-労働日
2移動日

表 3-21-2  研修コースの実施研修分野：② AFIS操作技術 研修期間：7日間×３ラウンド＝21日間
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受講に必要な技能及び資格 研修内容 成果 成果指標 講師及び派遣期間

[受講対象者と対象人数]

押なつ指紋スーパバイザ(3名)

留指紋スーパバイザ(3名)

フトウェア保守要員(3名)

ステム管理者(2名)

ータベース管理者(1名)

合計12名

要資格]

受講者は、指紋検査官管理者、システムエ
ンジニア経験者、システム開発経験者が必
須である。

1.システムダウン時のリカバリ方法

2.電源断時のリカバリ方法

3.データベース障害時のリカバリ
方法

4.ディスク障害時のリカバリ方法

5.ネットワーク障害時のリカバリ
方法

6.トランザクション　アボート時の
解析方法

7.システムログファイルの解析方法

8.ハードェア障害とソフトウェア障害の切
り分け方法

1～5．受講者は、システムの保守技法を習得し、ハードェ
ア障害、ソフトウェア障害を早期発見し、障害の
影響範囲を最小限にとどめ、システム稼働率が向
上する。

6～8-1. 受講者は、障害の原因を解析する技法を習得し、
海外のベンダーに障害の状況を正確に伝え、適切
な対処が行える技能を有することができる。

6～8-2. 受講者は、ログをベンダーに送付し、ベンダー側
の復旧依頼事項に対応できる技能を有することが
できる。

6～8-3. 受講者は、ソフトウェアモジュールの入れ替えや
設定変更を行う技能を有することができる。

[目標]

1.トラブル内容記述する　Difficulty
Sheetを作成し、障害内容と対処
方法をもとめ、同様の障害時の回
避・対処ができる。

2.システム保守マニュアルの作成

3.トラブルシュティングマニュアル
の作成

[目標達成確認手段]

1.作成されたDifficulty Sheetマニュ
アル

2.作成されたシステム保守マニュア
ル

3.作成されたトラブルシュティング

講師B
週5日6.5時間/日
準備期間1.67日
派遣期間17.46日

[派遣期間の内訳]
 12   労働日
 4.8    日曜日
 =(12x7/5)-12
 =総日数-労働日
 2移動日

研修分野：③ソフトウェアメンテナンス 研修期間：6日間×2ラウンド＝12日間表 3-21-3  研修コースの実施
遺

ソ

シ

デ

[必
75



受講者及び必要な技能 研修内容 成果 成果指標 講師及び派遣期間
[受講対象者と対象人数]

押なつ指紋スーパバイザ(3名)

留指紋スーパバイザ(3名)

フトウェア保守要員(3名)

ステム管理者(2名)

ータベース管理者(1名)

合計12名

要資格]

受講者は、指紋検査官管理者、システムエ
ンジニア経験者、システム開発経験者が必
須である。

1.ネットワーク接続、切断方法

2.各装置の状態監視方法

3.トランザクショントラフィック状態監視
方法

4.データベース使用率、空きエリアサイズの
監視方法

5.システムのスタートアップ、シャットダウ
ン操作

6.システムバックアップ操作、リストア操作

7.AFISサーバの本番系から待機系
切り替え操作

8.指紋照合システムの縮退運転解除
操作

1～5. 受講者は、日常の運用や点検技能の習得するととも
に、システムの異常を速やかに発見することがで
きる。

6～8. 受講者は、システムメインテナンスの月次処理を習
得し、システム稼働率を維持することができる。
受講者は、AFISサーバの運用系で障害が発生した
際に、待機系への切り替えを行うことができ、シ
ステムの稼働率を維持することができる。
受講者は、月次バックアップを行うことができ、
媒体 の管理技法の習得ができる。

[目標]

1.月次処理マニュアルの作成

2.ログ採取マニュアルの作成

3.システムメインテナンスマニュア
ルの作成

[目標達成確認手段]

1.作成された月次処理
マニュアル

2.作成されたログ採取
マニュアル

3.作成されたメインテナン
スマニュアル

講師B
週5日6.5時間/日
準備期間1.67日
派遣期間17.46日

[派遣期間の内訳]
 12   　労働日
 4.8    日曜日
 =(12x7/5)-12
 =総日数-労働日

研修期間：6日間×2ラウンド＝12日間研修分野：④ システム管理技術
表 3-21-4  研修コースの実施
遺
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受講者及び必要な技能 研修内容 成果 成果指標 講師及び派遣期間
[受講対 対象人数]
押なつ指 オペレータ（30名）

押なつ指 パバイザ（3名）

遺留指紋 ペレータ（21名）

合計57名

[必要資

押なつ指 オペレータ、遺留指紋端末オ
ペレータ いては、指紋検査官またはMS
Windowsコンピュータ操作経験者が必須であ
る。

1.Verifyによる指紋照合結果のHit/NoHit判
定の技術

2.二重登録指紋カードの探し方と残すべ
き指紋カード選び方

3.片鱗指紋を入力して、遺留照合でHitさ
せる技法

4.隆線加工と削除すべき特徴点

5.隣接紋様の類推方法

6.指番号の類推方法

7.Core/Axis類推方法

8.照合フィルタの設定方法

9.誤特徴点の見分け方

1.押なつ指紋オペレータは、指紋スーパバイザによって設
定された押なつ指紋照合Hit判定基準に基づいて、同一
指紋か否かの判定を正確に行う技能を習得することが
でき、判定技術　が向上をする。

2.押なつ指紋オペレータは、重複Hitした時に、押なつ指紋
カードの残し方を習得することができる。

3～9. 遺留指紋オペレータは、片鱗指紋から、隆線の類推
方法、隣接指紋紋様と指番号の類推、Core/Axisの類推、
重要な特徴点と不要な特徴点の選択方法などを習得
し、押なつ指紋カードの編集技能を有することができ、
遺留指紋照合のHit率が向上する。

[目標]

1.押なつ指紋照合Hit判定基準
の作成

2.重複押なつ指紋カード削除
基準の作成

3.遺留指紋照合　類推基準

[目標達成確認手段]

1.作成された押なつ指紋照合
Hit判定基準

2.作成された重複押なつ指紋
カード削除基準

3.作成された遺留指紋照合類
推基準

講師A
週5日6.5時間/日
準備期間2.5日
派遣期間30.4日

[派遣期間の内訳]
21労働日
8.4 日曜日
=(21x7/5)-21
=総日数-労働日

研修期間：7日間×3ラウンド＝21日間研修分野：⑤ 指紋照合技術 表 3-21-5  研修コースの実施
象者と
紋端末

紋スー

端末オ

格]

紋端末
はにつ
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受講者及び必要な技能 研修内容 成果 成果指標 講師及び派遣期間
[受講 と対象人数]

押なつ ーパバイザ(3名)

遺留指 パバイザ(3名)

ソフト 保守要員(3名)

システ 者(2名)

データ 管理者(1名)

合計12名

[必要資格]

受講者は、指紋検査官管理者、システムエン
ジニア経験者、システム開発経験者が必須で
ある。

1.データベース削除基準設定方法

2.指置換基準設定方法

3.品質の判定方法

4.欠損指の処理方法

5.再犯者の犯罪履歴情報の更新

6.犯罪番号の更新

7.時効者の削除

8.犯罪者の死亡者の削除

1.受講者は、データベースに重複して登録されている押な
つ指紋カードの内、データベースに残すカードの選定
方法と削除するカード選定基準を身につけ、データベ
ースの品質維持を行うことができる。

2.受講者は、押なつ指紋照合で、Hitと判定されたサーチ側
の指紋の内、ファイル側より品質が良い指紋の選定基
準を習得し、データベースの品質維持を行うことがで
きる基準を、押なつ指紋グループ内で定義し、指導す
ることができる。

3.受講者は、押なつ指紋、遺留指紋の品質を正しく見分け
ることができる技能を習得し、データベースの品質維
持を行うことができる基準を押なつ指紋グループ内で
定義し、指導することができる。

4.受講者は、欠損指の取り扱いと照合方法を習得し押なつ
端末オペレータに指導することができる。

5.受講者は、再犯者が発現したとき、押なつ指紋オペレー
タに指導することができる。

6.受講者は、犯罪番号に基づいて、遺留指紋から得た情報
で遺留指紋記述データベースを更新する権限を有し、
更新する技能を修得することができる。

7～8．受講者は、時効及び犯罪者の死亡が確認された場合、
CLSの基準に従って、削除を行うが、データベースから
事件発生日による時効データの検索方法、生年月日と
名前による死亡者データの検索方法を習得し、削除す
ることができる。

[目標]

1.品質判定基準の作成

2.欠損指の取り扱い基準の作成

3.時効、死亡者の取り扱い基準の
作成

[目標達成確認手段]

1.作成された品質判定基準

2.作成された欠損指の取り扱い
基準

3.作成された死亡者の取り扱い
基準

講師B
週5日6.5時間/日
準備期間1.67日
派遣期間17.46日

[派遣期間の内訳]
12   労働日
4.8    日曜日
=(12x7/5)-12
=総日数-労働日
0.66移動日

研修期間：6日間×2ラウンド＝12日間研修分野：⑥データベース品質管理 表 3-21-6  研修コースの実施
対象者

指紋ス

紋スー

ウェア

ム管理

ベース
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（4）活動計画及び内容

1）活動計画

①投入計画

   日本人コンサルタント 4 名を、表 3-22 のとおり計画する。

表 3-22 日本側投入計画

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 担当項目 必要能力 /資格
指導員 C 1) データ・コンバージョン AFIS データ・コンバージョン経験者
指導員 D 1) データ・コンバージョン AFIS データ・コンバージョン経験者
講師 A 2) AFIS 操作技術

5) 指紋照合技術
AFIS 操作経験者

講師 B 3) ソフトウェアのメンテナンス技術
4) システム管理技術
6) データベース品質管理

AFIS ソフトウェアエンジニアあるい
はシステム管理経験者

比国側の投入計画として、表 3-23 のとおり計画する。

表 3-23 データコンバージョン作業指導及び研修コースの実施

番
号

項目
対象
者数

内訳 必要能力 /資格

① データ・
コンバージョン

54名 押なつ指紋端末オペレータ 30 名
押なつ指紋スーパバイザ 3 名
遺留指紋オペレータ 21 名

指紋検査官またはMS
Windows コンピュー
タ操作経験者

② AFIS 操作技術 57名 押なつ指紋端末オペレータ 30 名
押なつ指紋スーパバイザ 3 名
遺留指紋端末オペレータ 21 名
遺留指紋スーパバイザ 3 名

指紋検査官またはMS
Windows コンピュー
タ操作経験者

③ ソフトウェアの
メンテナンス技
術

12名 押なつ指紋業務スーパバイザ 3 名
遺留指紋業務スーパバイザ 3 名
ソフトウェア保守要員 3 名
システム管理者 2 名
データベース管理者 1 名

指紋検査管理者、シス
テムエンジニア経験
者、システム開発経験
者

④ システム管理技
術

12名 押なつ指紋業務スーパバイザ 3 名
遺留指紋業務スーパバイザ 3 名
ソフトウェア保守要員 3 名
システム管理者 2 名
データベース管理者 1 名

指紋検査管理者、シス
テムエンジニア経験
者、システム開発経験
者

⑤ 指紋照合技術 57 押なつ指紋端末オペレータ 30 名
押なつ指紋スーパバイザ 3 名
遺留指紋端末オペレータ 21 名
遺留指紋スーパバイザ 3 名

指紋検査官またはMS
Windows コンピュー
タ操作経験者

⑥ データベース品
質管理

12名 押なつ指紋業務スーパバイザ 3 名
遺留指紋業務スーパバイザ 3 名
ソフトウェア保守要員 3 名
システム管理者 2 名
データベース管理者 1 名

指紋検査管理者、シス
テムエンジニア経験
者、システム開発経験
者
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3-2-4-7  実施工程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

（現地調査）

　（国内作業）

（現地調査）

　（国内作業）

（現地調査） （計 3.5 ヶ月）

（製造・調達）

（輸送）

（据付・調整） （計 8.5 ヶ月）

ソ
フ
ト

コ
ン
ポ
ー

ネ
ン
ト

（計 6.5 ヶ月）

実
施
設
計

施
工
・
調
達

表3-24 実施工程
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3-3   相手国側分担事業の概要

本計画において、フィリピン国側の負担する事項は以下のとおりである。

（1）我が国及び第 3 国からの調達機材の輸入に関して、関税の免税措置を行う。

（2）銀行取極及び支払授権書発行の手続きと、必要な費用の負担を行う。

（3）本業務の実施に携わるコンサルタント及び技術者等に対して、出入国と滞在手続きの

便宜を図る。

（4）本計画の対象外とされる施設・設備の工事、家具等の関連機材の調達・購入に関する

費用の負担を行う。

機材据付に必要な施設の改修工事は以下のとおりである。

① 窓枠の改修及びブラインドの設置

AFIS ビルの窓枠は鉄製であるが、窓枠と窓の間に隙間があり、暴風雨対策上、エ

アタイト工事（シリコンゴム注入等）を実施する必要がある。併せて、直射日光に

よる温度上昇を軽減させるために、ブラインド又はカーテンを取り付ける必要があ

る。

② コンピュータ室の間仕切り（追加壁）設置

コンピュータ室については、サーバ用と業務端末用のスペースが新規施設に用意さ

れている。業務端末用のスペースは、間仕切りのなされた 1 室となっているが、サ

ーバ用のスペースには間仕切りがなされていない。従って、セキュリティ上の観点

からサーバ室として間仕切りすることが必要である。

③ 分電盤の設置

システム用分電盤が不足しているので、次頁の図 3 に示すようなシステム用の分電

盤を追加・整備する。また、PDB には、入力側 NFB(Non Fuse Breaker)として 200A、

出力側 NFB として 30A×6（AFIS サーバ×2、照合システム×2、予備×2）、20A×8

（押なつ指紋端末×2、遺留指紋端末×2、エアコン×2、予備×2）が必要である。
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④ その他

2 階の AFIS 設置場所に関し、LAN ケーブル、電源ケーブル等の多量の配線が必要

となることから、床上げ工事（約 20 センチ）を行うことが望ましい。

　　  電源配線系統図を、図 3–11 に示す。
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NEWPDB(Included NFB)
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Output:30A×4,20A×6

Engine

Generator

AFIS Layout 1F

CVCF

New NFB

200A 3個
UPS

Battery

NFB(New)

NFB(NEW:200A)
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200A×3

New Power Cable

New Power Cable

図3–11   電源配線系統図
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3-4  プロジェクトの運営・維持管理計画

3-4-1　運営・維持管理体制

本計画が実施された場合、CLS は AFIS の操作・運用要員として指紋識別課に配備され

た約 60 名の検査官を訓練し、養成する方針である。また、AFIS の効果的な運用に資する

ため、新たに以下の 3 部署を設置する計画である。

（1）押なつ指紋グループ（Ten Print Section）

-  押なつ指紋スーパバイザ （Ten Print Supervisor） 3  名

-  押なつ指紋オペレータ （Ten Print Operator） 30 名

　　　（23 名増員予定）

（2）遺留指紋グループ（Latent Section）

-  遺留指紋スーパバイザ （Latent Supervisor） 3  名

-  遺留指紋オペレータ （Latent Operator） 21 名

　　　（17 名増員予定）

（3）保守グループ（Maintenance Section）

-  システム管理者 （AFIS Administra tor） 3 名

-  ソフトウェア保守要員 （Software Maintenance） 2 名

-  データベース管理者 （Database Manager） 1 名

　　　（6 名増員予定）

   また、上記の保守グループの要員について、CLS はコンピュータ　ソフトウェア、ハー

ドウェアの技術を持った人材を充てる計画である。具体的には、警察業務に関するソフト･

ハードェアの開発、保守を行っている PNP の電算部門（Computer Service ）の人員を CLS

に配置換えさせる。これにより、総勢 63 名体制とし AFIS を効果的に運用できる。

　本計画実施後の指紋識別課の組織構成図を、図 3-12 に示す。
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図 3-12 本計画実施後の指紋識別課の組織構成図
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3-4-2　トラブル発生時の対応経路

　　トラブルが発生したときの対応は、次のような形態となる。

　トラブル発生トラブル発生トラブル発生トラブル発生

図 3-13 トラブル発生時の対応経路

　　PNP

 （軽微な障害は
    部内で対応）

現地保守会社  システム製造
 メーカ

一般的なハードの障害や
 ソフトの障害の場合

特異な障害の場合
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3-5　プロジェクトの概算事業費

3-5-1　協力対象事業の概算事業費

本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は、9.79 億円となる。先に述べ

た日本とフィリピン国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記に示す積算条件によ

り、次のように見積もられる。

（1）日本側負担経費

表 3-25 日本側負担経費

事業費区分 金　額

機材費 9.21 億円

設計監理費

（ソフトコンポーネント

費を含む）

0.58 億円

合　計 9.79 億円

（2）フィリピン国側負担経費                                   619,800 ペソ（約 1.5 百万円）

窓枠の改修及びブラインドの設置                    576,400 ペソ (約 1.4 百万円 )

コンピュータ室の間仕切り（追加壁）設置     20,679 ペソ (約 0.05 百万円 )

分電盤の設置                                                 22,720 ペソ (約 0.06 百万円 )

（3）積算条件

積算時点 ：2002 年 9 月

為替交換レート ：127.45 円 /US$ ,  2.49 円 /Php

施工期間 ：施工期間は実施工程表に示すとおり

その他              ：本計画は日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施され

るものとする

3-5-2   運営・維持管理費

本計画では、機材を既存施設に設置し増員して運営する計画である。そのため、計画実

施により新たに発生する維持管理費として、AFIS 製造業者との保守点検契約、消耗品の

購入及び AFIS ビルの光熱費が考えられる。計画機材導入による、年間維持管理費を試算

すると、AFIS 製造業者との保守点検契約は約 US$300,000-400,000 である（但し、契約
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ベンダーによりメンテナンス費用は変更する可能性がある）。また消耗品の購入及び AFIS

ビルの光熱費は以下表 3-26 のように Php560,388（約 140 万円）と算出される。

なお、人件費、光熱費等は PNP の予算に一括して計上されており(表 3-27 参照 )、CLS

の経費には含まれない。総額は、28,628,494.66Php（約 7,100 万円）である。

表 3-26 年間運営・維持管理費

項　目
維持管理費

/月間
年間維持費

1.光熱費（電力料金）

1 指紋端末 17 24H/日　365 日 /年
720H×8.85×0.9=
5,735KWH

12,732 Php

5,735×12=
68,820KWH

152,784 Php

2 サーバ系 12 24H/日　365 日 /年
720×10.7×0.9=
6,934KWH

15,394 Php

6,934×12=
83,208KWH

184,728 Php

3
空調系

（8 時間系）
8 時間 /日  5 日 /週

4 週 /月　稼働率 50%

160×23.4×0.9×0.5
=1,685KWH

3,741 Php

1,685×12=
20,220KWH

44,892 Php

4
空調系
（24 時間
系）

16H/日　365 日 /年
稼働率 50%

560×15.6×0.9×0.5
=3,931KWH

8,727 Php

3,931×12=
47,172KWH

104,724 Php

5
照明

（8 時間系）
8 時間 /日  5 日 /週

4 週 /月　稼働率 50%

160×13×0.9×0.5=
936KWH

2,078 Php

936×12=
11,232KWH

24,936 Php

6
照明

（24 時間
系）

16H/日　365 日 /年
560×3.6×0.9
=1,814KWH

4,027 Php

1,814×12=
21,768KWH

48,324 Php

計 21,035KWH
46,699 Php

252,420KWH
560,388 Php

2.調達機材の維持管理

No. 機材名
数
量

設定条件
維持管理費
/月間・台

Php

1 発動発電機 1 軽油(停電回数　4 回×
６時間 /年)として算出

- Php
14.1l×6h×4
=338 l/年

4,408.8 Php

計 - 4,408.8 Php

AFIS 保守点検契約費 年間契約 US$400,000

人件費 詳細は、表  3 -27 参照 . 7,589,802.28Php.

合　　計合　　計合　　計合　　計 28,628,494.66Php
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表 3-27 運営・維持管理体制（人件費）

運営・維持管理費（人件費）
計画
要員数

既存
人数

増員数 SG
(等級)

年間
給与額

Php

合計
Php

1.押なつ指紋グループ

 1)  押なつ指紋スーパバイザ 3 3 16 235,200 705,600.00

 2)  押なつ指紋オペレータ 30 10 20 10 154,465 3,089,300.00

2.遺留指紋グループ

 1)  遺留指紋スーパバイザ 3 3 16 235,200 705,600.00

 2)  遺留指紋オペレータ 21 7 14 10 154,465 2,162,510.00

3.保守グループ

 1)  システム管理者 3 3 10 154,465 463,395.00

 2)  ソフトウェア保守要員 2 2 10 154,465 308,930.00

 3)  データベース管理者 1 1 10 154,465 154,465.00

合計 7,589,800.00

PNP 等級別給与額（単位：Php）
等級 月額 年間手当 賞与 年収

16 18,369 12,206 2,566 235,200

10 12,155 8,605 0 154,465
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第４章　プロジェクト妥当性の検証

4-1 プロジェクトの効果

    (1)直接効果は、表 4-1 のとおりである。

表 4-1 直接効果

現状と問題点現状と問題点現状と問題点現状と問題点
本計画での対策本計画での対策本計画での対策本計画での対策

（協力対象事業）（協力対象事業）（協力対象事業）（協力対象事業）
計画の効果計画の効果計画の効果計画の効果・改善程度・改善程度・改善程度・改善程度

1.CLS では手作業による指

紋識別業務を行うため、

押なつ指紋で約 1 週間、

遺留指紋で約 10日間かか

っており、犯罪捜査に効

果的に寄与することがで

きない。

・AFIS 関連機材の導入

・ソフトコンポーネント

による指紋業務の処理

訓練

・AFIS が導入され、処理訓練を

通じて CLS の AFIS 活用能力

が向上すれば、指紋の処理件

数の増加に寄与する。処理時

間及び処理件数は押なつ指紋

で 0.3 時間 /件で 200 件 /日、遺

留指紋で 0.83 時間 /件、57 件 /

日の処理を行うことが可能と

なる。

2.PNP では年間約 4 万件の

Index Crime について指紋

を採取することとしてい

るが、指紋カード・指紋

採集キットの不足で 4 万

件について指紋を採集で

きず、犯罪捜査に効果的

に資することができな

い。

・指紋採集キットを 1373

箇所の CLOに配備する。

・指紋採集キットが比国内の

全 CLO に配備され、比国側が

予定通り指紋カードを調達

し、Index Crime について指紋

を採取すれば、年間 4 万件 /年

の指紋を採集でき、かつ 4 万

件 /年のデータが CLS に導入

される AFIS に蓄積され、より

効果的に犯罪捜査に資する。

3.CLS では手作業による指

紋識別業務を行っている

ため、押なつ指紋から被

疑者の余罪照合を行うこ

とができない状況であ

る。

・AFIS 関連機材の導入 ・AFIS の導入により、年間約 2

万件の押なつ指紋について余

罪照合を行うことが可能とな

り、未解決事件等の解決に資

することができる。

4.CLS では手作業による指

紋識別業務を行っている

ため、遺留指紋から同一

犯照合を行うことができ

ない状況である。

・AFIS 関連機材の導入 ・AFIS の導入により、年間約 1

万件の遺留指紋について同一

犯照合を行うことが可能とな

り、未解決事件等の解決に資

する捜査手掛かりを提供する

ことが可能となる。
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(2)間接効果は、表 4-2 のとおりである。

表 4-2 間接効果

現状と問題点現状と問題点現状と問題点現状と問題点 本計画での対策本計画での対策本計画での対策本計画での対策

（協力対象事業）（協力対象事業）（協力対象事業）（協力対象事業）

計画の効果計画の効果計画の効果計画の効果・改善程度・改善程度・改善程度・改善程度

1.近年犯罪が国際化してい

るが、PNP では手作業に

よる指紋業務を行ってお

り、また国際基準（ IQS）

に従ったデータの作成を

行っていないため、海外

からの指紋照会などに対

応することができない。

・AFIS 関連機材の導入 ・本プロジェクトでは指紋デ

ータの国際基準（ IQS）の仕様

に則った機材を計画してお

り、海外からの照会に対して

も有効なデータを提供するこ

とができ、国際犯罪にも他国

と協力して取り組むことがで

きる。

2.手作業による指紋の照合

業務は誤認逮捕の可能性

が大きい。

・AFIS 関連機材の導入 ・AFIS により精度の高い指紋

照合を行うことにより、誤認

逮捕の可能性を減少させるこ

とができる。

3.CLS では現在指紋カード

を氏名により分類してお

り、同姓同名の場合の混

乱、偽名が使用されたカ

ードの場合には、正しく

犯人のカードを引き出す

ことができない。

・AFIS 導入によるカー

ドの再分類。

・AFIS 導入により、カードの記

述データが再編され、カード

はカード ID 毎に大分類がな

され、さらに Key No、 ID No.

毎に小分類がなされる。これ

により同姓同名の被疑者の場

合でも正しいカードを引き出

すことができ、偽名が使用さ

れた場合でも指紋照合により

犯人の手掛かりを得ることが

できる。

4-2 課題・提言

本計画で期待される効果である、AFIS を活用することによる指紋処理件数の増加、誤認

逮捕の防止が発現・持続するためには、次の 2 点が比国側の課題として指摘される。

①指紋カードの持続的な調達

指紋カードに押なつされた指紋情報は AFIS に登録される本データであり、指紋カード

が年間 4 万件の Index Crime に対して用意されていなければ、AFIS 導入による期待され

る効果の発現・持続は望めない。
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②指紋カードの CLS への集中化徹底

押なつ指紋は比国全土の CLO で採取されるが、この指紋カードを CLS に集中化し、CLS が全

国の指紋データを管理することにより、AFIS はより効果的に活用される。よって AFIS 導入後は

CLO で採取された指紋が確実に CLS に送付されるよう指紋カードの収集体制を徹底させる必要

がある。

③指紋採取技術の向上

指紋採取技術は現在、日本人専門家によりその指導が実施されている。比国側はこの技

術を十分に習得し、押なつ指紋採取と犯罪現場での遺留指紋採取を引き続き向上させる

ことが必要である。

上記 3 点の内、①、②については比国側の自助努力によってのみ課題の解決が可能な事項

である。①については比国側が 4 万枚 /年の指紋カードを購入するための予算を確保する方

針が確認されている。また②については現行でも CLO から CLS へのカードを送付する体制

はあるものの、その徹底がなされておらず、今後この体制を徹底・強化してゆくことが必要

である。③については現在、日本人専門家による採取技術向上の指導が実施されており、今

後も引き続きこの分野における技術協力の実施が望ましい。

4-3 プロジェクトの妥当性

本プロジェクトは添付の事前評価表に示すとおり、指紋業務の強化に係る事業効果は大き

く、比国国民及び比国に在住する外国人にとっても安全を確保する上で、重要なものである

と考えられる。また近年多発するテロ活動に対しても一定の効果を持つことが期待できるも

のであり、新中期開発計画（2001 年 -2004 年）の公衆の安全、国家の安全を確保するためにフ

ィリピン国家警察を近代化するという目標達成に大きく貢献するものである。

さらに本プロジェクトの運営・維持管理について比国側は必要な資金と人員を確保するこ

とが確認されており、問題はない。

以上のことから本プロジェクトを我が国の無償資金協力による協力対象事業とすることは

妥当であると判断される。
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4-4 結論

本プロジェクトは、前述のように多大な効果が期待されると同時に、本プロジェクトが比

国国民の安全に寄与するものであることから、協力対象事業の一部に対して、我が国の無償

資金協力を実施することの妥当性が確認される。さらに、本プロジェクトの運営・維持管理

についても、相手国側体制は人員・資金ともに十分な体制を取ることが確認されており、問

題はないと考えられる。しかし、以下の点が改善・整備されれば、本プロジェクトはより円

滑かつ効果的に実施しうると考えられる。

AFIS インストラクターの養成

将来的に CLS は AFIS 操作の職員の新規雇用を行うことが予想される。これら新規職員が迅

速に AFIS を用いた指紋業務を実施するために、CLS 内に新規職員に対して AFIS 操作の指導を

行うインストラクターが配備されることが望ましい。



資料資料資料資料 -６６６６  事前評価表事前評価表事前評価表事前評価表

事業事前評価表

1. 対象事業名

フィリピン共和国　指紋自動識別システム整備計画

2. 我が国が援助することの必要性・妥当性

(1) 我が国が当該国に対し援助することの必要性・妥当性

　我が国は比国との要人往来が極めて活発に行われ、極めて緊密、良好な関係にある。特に、
比国にとって我が国は最大の貿易相手国の一つであり、主要投資国でもある。また、ASEAN
域内有力国でもある比国の安定は、我が国の安定にも極めて重要であり、多くの貧困層の存
在や頻発する自然災害による援助需要は以前大きく、引き続き援助を実施していく必要があ
る。

(2) 当該プロジェクトを実施することの必要性・妥当性

　近年経済活動も活発化、国際化しており 2001 年の GDP 成長率は 4.1%を達成している。
しかし都市部と地方の経済格差の拡大化、貧困問題、反政府活動等が大きな課題となってお
り、特にミンダナオ島中部地域を中心に政府側と反政府勢力との戦闘やヴィサヤ地域やルソ
ン島中部地域における共産ゲリラ活動も報告されている。これらの反政府勢力による犯罪は
経済活動の発達、国際化の進展に伴い、多様化、広域化、凶悪化が進んでいる。
　犯罪捜査活動において被疑者を特定するために、比国では指紋採取の重要性が認識されて
おり、指紋採取技術を向上させるため、1982 年から国際協力事業団派遣専門家による技術指
導が実施されている。しかし指紋採取は行われるものの、指紋照合を行うフィリピン国家警
察の科学捜査研究所では約 21 万枚の指紋カードから目視による被疑者指紋の特定を行うた
め、被疑者特定に多くの時間を要し、収集された指紋が犯罪捜査に有効に活用されていない
のが現状である。また、指紋照合業務が手作業で行われているため、広域化、国際化する犯
罪に対して他の国々と十分に連携して捜査を行うことができない状況である。

3. 協力対象事業の目的（プロジェクト目標）

　比国の犯罪捜査活動を行うフィリピン国家警察において、指紋自動識別システム等の犯罪捜査用

機材を整備することにより、指紋照合の効率化、判別件数の増加及び照合精度の向上を目的とす

る。

4. 協力対象事業の内容

(1) 対象地域

比国全域

(2) アウトプット

比国全域の犯罪捜査活動を司るフィリピン国家警察の科学捜査研究所に、指紋識別用機材等が

整備される。

(3) インプット

【日本側】

指紋識別用機材の調達、データコンバージョン（指紋カードの電子登録）・機材操作技術等に係る

技術指導

【相手国側】

既存施設の改修、技術指導に係る指導者等の確保

(4) 総事業費

概算事業費 9.81 億円（日本側 9.79 億円、比国側 0.01 億円）

(5) スケジュール

詳細設計期間を含め約 19 ヶ月を予定



(6) 実施体制

実施機関：フィリピン国家警察及び科学捜査研究所

監督機関：内務自治省

5. プロジェクトの成果

(1) プロジェクトの裨益対象の範囲及び規模

比国国民

裨益人口：約 84 百万人

(2) 事業の目的（プロジェクト目標）達成を示す成果指標

成果指標 現状の数値 計画値

1) 指紋処理時間 56 時間 /件（押なつ指紋）

80 時間 /件（遺留指紋）

0.3 時間 /件（押なつ指紋）

0.83 時間 /件（遺留指紋）

（プロジェクト終了時）

2) 指紋データ数 重犯罪押なつ指紋カード約 21 万枚

遺留指紋カード約 1 万枚

重犯罪押なつ指紋カード２１万枚

の電子化 (データコンバージョン完

了時)

遺留指紋カード 1 万枚の電子化

（プロジェクト終了時）

3) 余罪照合数 0 件 /年 約 11,250 件 /年
(プロジェクト終了後 2 年目以降)

4) 同一犯照合数 0 件 /年 約 10,350 件 /年
(プロジェクト終了後 2 年目以降〉

6. 外部要因リスク（事業の目的（プロジェクト目標）の達成に関するもの）

(1)  フィリピン国家警察が、科学捜査研究所指紋識別課に指紋識別機材の運用に必要な人員を持

続的に確保する。

(2) フィリピン国家警察が、比国全土の科学捜査研究所指紋識別課分署に事件発生件数に応じた

押なつ指紋カードを持続的に配布する。

(3) フィリピン国家警察が、各科学捜査研究所指紋識別課分署で採取された指紋を確実に科学捜

査研究所に送付するように徹底させる。

7. 今後の評価計画

(1) 事後評価に用いる成果指標

1) 指紋処理時間

2) 指紋データ数
3) 余罪照合数
4) 同一犯照合数

(2) 評価のタイミング

2007 年以降
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